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2014年2月の南岸低気圧による関東甲信の大雪
上石勲独立行政法人防災科学技術研究所雪氷防災研究センターセンター長

平成18年豪雪や平成23～26年冬期には日本海側を中心とした集 1,000人以上、約1,700億円の農業被害、数千か所の建物被害、150

中豪雪により大きな被害が出ており、最近では毎年100人以上が雪 万声の停電、 130地区以上の長期孤立など人的・物的・社会的に大

害によって犠牲になっている。 きな被害が出た。そこで、、乙の南岸低気圧による大雪の気象・降積雪

平成26年2月には、関東甲信地方の大雪により死者26人、負傷者 と被害ならびに雪氷災害の概況を解説し、今後の課題に言及する。
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高齢ドライバーを考える
石川淳也 中央自動車学校社長／主幹総合交通心理士
上村直人高知大学医学部精神科講師／精神保健指定医
北川博巳 兵庫県立福祉のまちづくり研究所主任研究員兼研究第一グループ長
松浦常夫実践女子大学人間社会学部教授／司会

受通事故による死者数は減少傾向にある中、寓齢者が当事者と このように、高齢者と交通事故については様々な切り口があるが、

なる事故がより際立ちつつある。事故が起きる背景には、高齢者白 書齢ドライバーに対しては諸制度の整備も含め対策が講じられて

身の身体能力の低下や生活環境の変化などがあり、また、事故の形 きている。そこで、日ごろ高齢ドライバーと接点を持ちつつも分野の

態も高齢者が運転中の場合に加え、歩行中の事故も注目されるよう 違う4人の専門家に、高齢ドライバーに関する現状と問題点を再確

になってきた。 認し、今後に向けた課題を議論した。

恒ヲ？ 川

金属の火災と爆発の危険性
八島正明 独立行政法人労働安全衛生総合研究所化学安全研究グループ上席研究員

鉄などの金属は空気中では燃えにくいが、薄片や粒子状になる

と、空気中でも短時間に酸化、燃焼するものは多い。金属を扱う産業

現場では、時として大きな爆発が発生している。これまで、安全教育

なと、の啓発活動、爆発・火災の防止対策が講じられ、以降、事故災害

の発生件数は激減したが、同種の災害は時 発々生している。
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2014年5月、東京都町田市内のマグネシウム合金を扱う金属加

工工場で爆発が発生し、火災鎮圧まで約24時間、最終的な鎮火まで

は約38時間を要し、ひとたび事故が発生すると深刻な事態になると

とが改めて認識された。そこで、金属の火災と爆発の危隙性につい

て事例を交えて解説する。
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高齢者、障害者等要配慮者を対象とした総合的な防火防災診断について
袖山みゆき東京消防庁防災部防災安全課防災福祉係長

日本の高齢化の進展は世界に類を見ない速さで進んでおり、平

成26年 1月1日現在、日本の総人口の25.2%が65歳以上となってい

る。また、生活のしづらさなどに関する調査によると、在宅の身体障

害者386.4万人のうち65歳以上の高齢者が68.7%を占めている。高

齢になるにつれ障害者の割合が寓くなるという実態を踏まえると、

今後の高齢者人口の更なる増加により、寓齢の障害者も増加するこ

とが予想される。

東京消防庁ではこれらの状況を鑑み、高齢者や障害者等要配店、

者の安全対策を積極的に推進している。特に、総合的な防火防災診

断を通した要配慮者の居住環境の安全対策については、一定の成

果も上がりつつあるので、その取り組みについて解説する。

｜論考③ P30 I 

2014年会社法改正について
奥山健志森・漬田松本法律事務所弁護士

2014年6月20日に「会社法の一部を改正する法律Jおよび関連法 今回の改正は、会社法制定以来、初めての本格的な改正である。

が成立し、現在、改正法の施行に向けた準備が進められている。改 また、その内容も、①コーポレート・ガパナンスの強化と、①親子会

正法の施行日は、公布の日から起算して 1年6月を超えない範囲内 社に関する規律の整備を大きな柱とし、多岐に亘る改正がなされて

において政令で定める日とされており、現時点では、2015年4月ま いる。企業実務に与える影響も大きし、ので＼会社法改正について解

たは5月頃の施行が有力と見られている。 説する。
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　例えばサッカーのルールをまったく知らない人が、ルールブック
を読まず他人に聞くこともしないでサッカーのルールを熟知す
るためには、いったい何試合の観戦が必要だろう？「手を使わ
ずに互いの白い枠に球を蹴りこむゲーム」らしいことは１試合
見ればわかる。しかし選手の１人はいつも手を使っているし、
球が線の外に出ると誰でも手を使っている。いろいろな例外が
あるようだ。このように、一つ一つの観察した事実とその時の
選手の表情や審判の動きなどを総合して「こんなルールもあるら
しい」と次第にわかってくるのである。しかし「オフサイド」な
どは複雑で、そう頻繁に起きるものでもないので、おそらく何十
試合も見ないとそのルールの存在を知ることはできないだろう。
　自然科学とは、そういうものだ。人間は神のみぞ知る自然界
のルールを観測と実験によって解き明かそうとしているが、そ
れには当然限界がある。
　御嶽山の噴火で戦後最大の死者・行方不明者が出たとき、気
象庁はなぜ警戒レベルを２に上げていなかったのかと批判され
た。噴火の２週間ほど前から山頂付近の火山性地震が増えてい
たからだ。平成26年９月11日には地震回数が70回を超えた。
気象庁は情報を出し、NHKも「火山性地震が増え、気象庁が
注意を呼びかけている」と伝えた。ただしそれは名古屋ローカ
ルの短いニュースだったし地殻変動がないことも言い添えて、
噴火が迫っているニュアンスにならないよう気を遣った原稿で
あった。これではこれから登山をする人が、山頂に近づいたら
危険かどうかはわからない。
　しかしそれも仕方がない。そもそも近代的な観測体制が整っ
てから過去３回しか噴火していない御嶽山で、しかも３回とも
違うパターンで噴火しているのに、あの時点で噴火の可能性が
あるとまで言い切れる人は誰もいなかったはずだからだ。
　実際その後、地震回数はやや減り、このまま収まるかと思わ
れた９月27日に突然噴火するに至った。火山性微動が観測さ
れ始めたのは噴火のわずか10分前くらいだったと言われてい
る。御嶽山にはこういう噴火の仕方もあることを私たち人間は
今回初めて知らされたのである。
　桜島のように稠密な観測網の中で噴火を繰り返している火山
ならいざしらず、また有珠山のように、長年山を監視し続け地
元の自治体とも信頼関係を作っていた研究者がいるわけでもな
い山で警戒レベルを設定できるほど、まだ人間は賢くなかった
のかもしれない。観測していればきっと噴火の予兆をつかめる
だろうと考えていた私たちに少し傲りはなかっただろうか。
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「地域防災力」への注目

　東日本大震災の教訓

　東日本大震災は、およそ２万人もの方々が
亡くなり消防団員も 254 人が死亡・行方不
明になるという大変な被害をもたらした。こ
のような被害を二度と繰り返さない消防防災
体制づくりのため、日本消防協会は、翌平
成 24年２月、地域総合防災力強化のための
新法制定を提唱した。ここでいう地域防災力
では、災害発生時の救助、消火などだけでな
く、早期の避難実行、その後の避難所の運営
などを含む防災減災活動全体をイメージして
いる。

　原点は阪神淡路大震災

　この考え方の原点は、大都市直撃の大規模
地震で当時としては戦後最大の被害をもたら
した阪神淡路大震災にある。私は、その発災
後間もなく当時の自治省消防庁長官に就任
し、緊急消防援助隊の創設などにより、常備
消防の全国的な応援体制を整備した。これが
その後一層強化され、東日本大震災など数多
くの災害で大活躍するようになっている。し
かし、いつも「これだけではダメ、地域の防

災体制をつくらなければならない」といい、
その周知のためのビデオを制作したりした。
発災直後の消火、救助などは地域で対応す
るほかない。大きな災害になると、常備消
防だけでは対応不可能であり、消防団が
出動して、地域の皆さんと一緒に、初期段
階での消火や救助、応急手当などを行う必
要がある。しかし、なかなか具体的な改善
がなされないまま東日本大震災を迎えてし
まったのである。

　消防団・地域防災力新法の制定

　新法は、国会議員の方々のご尽力により、
平成 25 年 12 月、「消防団を中核とした地
域防災力の充実強化に関する法律」として
全会一致で成立した。これは、地域防災の
中核として消防団が不可欠であり、国及び
地方公共団体は、その充実のために必要な
措置を講ずるものとし、また、女性、少年
など一般住民、企業、団体など、地域の総
力を結集した地域防災力の強化を進めると
いうものである。まさに画期的である。し
かし、成立をよろこんでいるだけでは、具
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体的な成果は生まれない。

　消防団を中核とした地域防災力充実強化大会

の開催

　この法律の趣旨を実現するためには、消防
関係者だけでなく、幅広い国民の皆さんの
ご理解ご協力が不可欠である。そこで、８
月 29日、東京都有楽町の国際フォーラムで、
我が国初の国民的な大会を開催した。日本消
防協会が主催したが、各界のトップの方々９
人に発起人としてご参加頂き、およそ 160
もの団体にご後援ご参加頂いた。大会では、
地域防災のために活動している全国各地の事
例を発表して頂き、最後にみんなで協力する
ことを申し合わせて頂いた。大会には、急遽、
安倍内閣総理大臣にもご出席頂き、地域防災
についての力強いご決意や消防団に対するあ
たたかいご激励のお言葉を頂いた。ご参加の
皆さんからも評価して頂き、大会としては成
功であったと思うが、これからの課題は、こ
のような動きを全国各地で展開し、本当の国
民的な動きに発展させることができるかどう
かである。

　地域防災力の充実強化

　東日本大震災後も、さまざまな災害が発生
している。東京都大島町や広島市などでの集
中豪雨、竜巻や雷の発生、火山噴火、秋が深
まってからの台風があり、また、近い将来の
大規模な地震発生も懸念されている。これま

での常識では考えられない災害が、全国い
つでも、どこでもあり得ると考えていなけ
ればならない。災害は他人事ではない。こ
のことを国民の共通認識としながら、具体
的な対応は、それぞれの地域の状況に即し
て、日頃から皆さんご一緒に相談し、避難
体験などをすることが必要である。
　これらの活動を地域で展開していくうえ
で、新法にうたわれているように、地域防
災の中核である消防団の存在、具体的な活
動は極めて重要である。今後消防団員の確
保、装備の改善等を進め、さらに消防団の
充実強化を図る必要がある。
　また、地域の防災体制には、地域のリー
ダーが不可欠であり、地域の状況に応じな
がらリーダーづくりを全国的計画的に展開
することが望まれる。
　さらに、地域防災力の強化を総合的に進
めていくためには、地域防災力強化の観点
からの国、地方公共団体の政策動向や各地
の活動など総合的な情報の共有が必要であ
る。
　このようなさまざまな活動による地域防
災力強化の効果は、単に、安全とか、防災
にとどまるのではなく、地域コミュニティ
の再生、地域福祉や地域活性化などにとっ
ても意義があると思う。
　全国各地域の防災力が一段と強化され、
地域の総合的な基盤がより強くなるよう、
切に願うものである。



予防時報8

１．はじめに

　平成18年豪雪や平成23〜25年冬期には日本海
側を中心とした集中豪雪により大きな被害が出て
おり、最近では毎年100人以上が雪害によって犠
牲になっている１）。平成26年２月には、関東甲信
地方の大雪により死者26人、負傷者1,000人以上、
約1,700億円の農業被害、数千か所の建物被害、
150万戸の停電、130地区以上の長期孤立など人
的・物的・社会的に大きな被害が出た２）。ここで
は、この南岸低気圧による大雪の気象・降積雪と
被害ならびに雪氷災害の概況を述べる。

２．気象・降積雪の概況

　前線を伴った低気圧が、２月14日から２月16日
にかけて発達しながら本州の南岸を北東へ進み、
西日本から北日本の広い範囲で雪が降り、特に関
東甲信地方では、14日夜から15日にかけて記録的
な大雪となった。甲府では、これまでの最大値の
２倍以上の異常降雪となるなど、各地で積雪深の
観測史上最高値を更新した（表１）。東北地方、北

海道道東地方でも大雪となり、広範囲かつ長期間の
被害を及ぼした。これは南岸低気圧の動きが遅かっ
たことも影響しているものと考えられる（図１）３）、４）。
　山梨県内では気温がマイナスで推移したため降雪
が続き、積雪が24時間で１m以上増加した。熊谷
市や前橋市、宇都宮市、東京などでは、はじめは雪
だったが気温上昇に伴ってみぞれ、雨に変わっている。
短時間に高強度の降雪（場所によっては降雨）が非雪
国に大量に降ったことで、住家やハウス等の倒壊、
孤立を含む交通障害など多くの被害をもたらした。
　関東地方の降雪は寒気の滞留と流入、太平洋側か
らの湿った空気の流入などいろいろな現象が影響し
て、雪になるか雨になるか、どれだけどこに雪が降
るかが決まってくる。山梨県内では積雪深の計測は
気象庁アメダス観測点の甲府市と河口湖の２か所の
みであるのが実情で、関東甲信地方における雪の観
測点は少ない。今後の観測点強化とそれに基づいた
降雪予測精度の向上が望まれるところである。

2014年２月の
南岸低気圧による
関東甲信の大雪
上
か み い し

石　勲
いさお

独立行政法人防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター センター長

防災基礎講座

表１　関東甲信の主な最深積雪（気象庁資料）
　　　（太字は記録更新）

	　　　積雪深（cm）	 	 　　　積雪深（cm）

地点名	 2014	 既往	 地点名	 2014	 既往
	 冬期	 最大	 	 冬期	 最大	

菅　平	 152	 148	 前　橋	 73	 33

草　津	 148	 136	 熊　谷	 62	 28

河口湖	 143	 	89	 宇都宮	 32	 29

甲　府	 114	 	49	 横　浜	 28	 37

軽井沢	 	99	 	67	 東　京	 27	 30

秩　父	 	98	 	53	 千　葉	 14	 26
図１　2014年２月13日〜18日の南岸低気圧の動き
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３．大雪被害の概要

（１）人的被害
　大雪で亡くなられた方が最も多かったのは、群
馬県の８人、次いで山梨県５人、長野県４人、埼
玉県３人である２）。群馬県では車庫等の倒壊が多い
のに対し、山梨県では一酸化炭素中毒、凍死といっ
た要因が多い。負傷者数は、埼玉県や東京都での
軽傷者が多く、人口密集地帯における路面の積雪
や凍結による転倒等が要因と考えられる２）。

（２）交通障害
　高速道路の通行止めは、２月16日時点で34区間、
通行止めは４日後まで継続し、直轄国道や補助国道
は、当初多数の区間で通行止めとなった（図２）２）。
山梨県では道路、JRがすべて県境で麻痺し、一時
的に県自体が孤立状態となった。地元道路管理者
の懸命な除雪や国土交通省テックフォース（緊急
災害対策派遣隊）、新潟県をはじめ近隣県からの除
雪支援などで交通障害は徐々に減少し、２月28日
には横ばい状況が続いた。ところが、３月３日には、
雪崩による通行止めが発生した。通行止めが長引
いたのは山間部で多発した雪崩による除雪障害が
要因として考えられる。

４．大雪による雪氷災害

（１）雪崩による被害の発生状況
　今回の南岸低気圧による大雪では、雪崩も多数
発生した（図３）。今回雪崩による人的被害は幸い

にも少なかったが、新聞や聞き取り調査によれば
少なくとも10人以上の方が、雪崩遭遇直後の対応
により九死に一生を得ている。
　今回の南岸低気圧による降雪が起因の雪崩は、
関東甲信から東北地方太平洋側の広い範囲にわた
り、降り始めからの積算降雪量が約40cm以上の箇
所で発生している（図４）５）、７）。
　雪崩が発生した斜面は樹木が密生していて、冬型
の降雪による雪崩は発生しない。今回の雪崩は、図
５に示すような柱状や鼓状のさらさらとした崩れ
やすい結晶が短時間に大量に降ったため発生した
と考えられる。

（２）積雪の荷重による被害
（ア）建築物
　今回の大雪は、建築物、農業用ハウスなどに大き
な被害を及ぼした。大規模構造物では、体育館の屋
根が崩落するなど、大きな被害となった。高橋らの
調査した６）新聞報道などによる主な建築物の被害
は、降雨を含めた降水量の多い箇所で発生していた
ことがわかる（図６）７）。埼玉県や東京都では、設

図２　大雪による道路通行止めの発生状況２） 図３　多発した雪崩（山梨県2/21）

図４　2014年２月14日〜16日の降雪量（cm）と主な雪崩と建
物被害地点の分布（雪崩地点は中村ほか（2014）５），建
築被害地点は高橋ほか（2014）６）より）７）

図５　崩れやすい雪の結晶
（諏訪市採取4/3）

防 災 基 礎 講 座
2015 vol.260
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計積雪深が30cm、設計単位体積重量が20N/m２・
cmで、実際の積雪深はこれ以上の場所が多く、さ
らに、屋根に雪が降り積もった後に雨となってさ
らに重量が増したものと推定される８）。
　また、カーポートの倒壊も多発し、多くの死傷
者も出た（図７）。これら簡易構造物の設計積雪深
は20cmが多く、これ以上の雪が夜間に降り積もっ
たため、雪を下したり、補強するなどの対策が遅
れ、被害が大きくなったと考えられる。
（イ）農業用施設
　平成25年12月〜翌年４月の冬期の全国の農業被
害は1,800億円を超えており９）、２月の南岸低気
圧による大雪では、被害は宮崎県から北海道まで
の広範囲にわたっている。とくに群馬県、埼玉県、
山梨県等では農業用ハウスが積雪荷重によって多
数倒壊した。群馬県では、倒壊したハウスだけで
なく、倒壊しなかったハウスも詳細に調査した上
で、その原因を検討し対策について公開している。
倒壊したハウスは、屋根が連続した連棟（１個ず
つのは単棟）が多く、また、暖房などの管理がで

きなかったことも原因となっている。対策として
は、パイプハウスの肩を番線で結び補強するよう
な比較的簡易な方法も推奨している10）、11）。

（３）屋根からの落雪
　関東甲信地方では屋根からの落雪による犠牲者
も多かった。甲府市内では降雪後、暖気により緩
んでいた２月19日にも、屋根からの落雪の危険性
が継続していた（図８、９）。防災科学技術研究所
からの情報は、雪崩の危険性も含めて、テレビや
ラジオ、新聞などを通じて、周知された。

（４）吹雪災害
　発達した南岸低気圧が北海道東方海上をゆっく
りと北上したため、北海道道東地方では２月16日
〜18日には暴風雪警報が出され、吹雪による吹き
溜まりや視程障害が連続した。中標津町に設置され
ている吹雪予測情報のライブカメラの記録では、激
しい吹雪による視程障害が確認できる（図10）12)。
吹きだまりの影響も大きく（図11）、北海道の道
道が延長1,000km以上通行止めになり、また、JR
の立ち往生等の影響も出た。情報提供などの対策
によりこのような大規模な吹雪障害が発生したが
人的被害はほとんどなかった13）。

図６　2014年２月14日〜16日の降水量（mm）と主な雪崩と
建物被害地点の分布（雪崩地点は中村ほか（2014）５），建
築被害地点は高橋ほか（2014）６）より）

図７　倒壊した簡易駐車場（甲府市2/19） 図８　危険な屋根雪の崩落（山梨県2/20）

図９　交通渋滞と屋根雪崩落
（山梨県2/19）

図10　吹雪による視程障害
（北海道中標津町2/18）12）

図11　吹きだまり（北海道中標津町）
（防災科研根本撮影）

防 災 基 礎 講 座
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４．今後の対策に向けて

　新潟県など積雪寒冷地では雪対策の基本計画や
実行計画を策定している。非雪国においても、雪
害防止に関する体制づくり、豪雪時における災害
対策、災害救助の関わる体制作りは必要と考える。
また、今回被害が大きかったカーポートや農業用
施設の雪対策も必要である。除雪対策では、コス
ト等を考えると、優先順位を考慮した除雪が必要
であり、それに準じたロータリー除雪機等の除雪
機械の整備や他地域からの応援、管理区分を踏襲
した応援体制などを考慮した計画が必要となる。
また、他地域からの除雪隊からの聞き取りによれ
ば、道路構造が分からず、除雪ポールも無いため、
スムーズな除雪ができなかったとの意見も多かっ
た。このような意見も参考に今後の対策を検討す
ることも重要と考える（図12）。
　今回の南岸低気圧による降雪は、高強度で広範
囲に降り積もり、交通障害や建物被害など大きな
被害を与えた。崩れやすい降雪結晶が降り続き雪
崩が頻発した。雪崩は樹木が密生しているところ
でも発生しており、これまでの雪崩危険箇所点検
方法では雪崩発生箇所が把握できない。そのため、
今回の雪崩の発生箇所の履歴を的確に把握し、ネッ
クとなる箇所には、落石防護ネットと併用で雪崩
対策効果が期待できる新技術などを研究開発し、
対策することも必要である。また、積雪深、積雪
密度、雪崩衝撃荷重などはこれまでの冬型による
障害とは異なる考え方が必要となる。

　今回の南岸低気圧による大雪に起因する雪氷災
害は広範囲にわたるため、ソフト対策としての予
測システムの研究開発も今後必要である。雪崩や
建築物・農業用ハウスの倒壊、樹木の冠雪害、着
雪障害等について、降雪量や気温、風向風速など
の気象要素との関係を解明することによって将来
的に予測できる可能性がある。現在の実験設備で
は再現できない崩れやすい雪の高強度降雪装置な
どの研究開発も必要である。
　雪国（丈雪の国）の技術を生かしつつ、非雪国
（寸雪の国）（北越雪譜（江戸時代後期の雪国を描
いた書物）より引用）との連携を強化し、日ごろ
から顔の見える関係を今後も継続し、雪対策を考
えていく必要がある（図12）。
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予防時報260号座談会

高齢ドライバーを考える

000 号記念編集委員会座談会

　交通事故による死者数は減少傾向にある中、高
齢者が当事者となる事故がより際立ちつつある。
事故が起きる背景には、高齢者自身の身体能力の
低下や生活環境の変化などがあり、また、事故の
形態も高齢者が運転中の場合に加え、歩行中の事
故も注目されるようになってきた。
　このように、高齢者と交通事故については様々
な切り口があり、高齢ドライバーに対しては諸制
度の整備も含め対策が講じられてきている。そこ
で、日ごろ高齢ドライバーと接点を持つ各分野の
４人の専門家に、高齢ドライバーに関する現状と
問題点を伺い、今後に向けた課題を論じていただ
いた。
（この座談会は 2014 年 10 月７日に開催されまし
た。）

高齢ドライバーとの接点

　松　浦　私は 2004 年まで科学警察研究所の交
通科学部に在席し、交通安全、交通行政に関わる
問題を心理学的な面から研究していました。具体
的には、交通事故の統計分析、初心運転者や高齢
運転者の運転行動、安全運転自己診断等の運転態
度検査、講習の効果、違反取り締まりの理由など
です。

　その後実践女子大学に移り、安全心理学の分野
での授業を行っています。大学では交通の分野か
ら離れつつありますが、学外では子どもや高齢者
の交通安全確保に関する地方自治体等の施策の実
態調査座長や高齢者講習の在り方に関する調査研
究委員など、交通行政に今でも関わっています。
　北　川　私の所属する兵庫県立福祉のまちづく
り研究所は、兵庫県立総合リハビリテーションセ
ンターの中にあります。リハビリ後の社会復帰や
社会参加に必要となる、障害者支援やまちづくり
をテーマに研究しています。
　大学では土木工学科で交通工学や交通計画を専
攻し、東京都老人総合研究所（現：東京都健康長
寿医療センター研究所）で高齢者のモビリティ
（移動性）や高齢ドライバーの運転特性やそのた
めに必要なインフラについて研究してきました。
2005 年に今の研究所に移ってからは、障害者支
援工学、バリアフリーや地域の交通問題の解決に
も取り組んでいます。
　上　村　私は生まれも育ちも高知県で、高知医
科大学を卒業し、現在は高知大学医学部で神経精
神科学を研究しています。精神科医になってから
比較的高齢者、特に認知症の患者さんと関わるこ
とが増えました。
　高知県は高齢者が多く、自動車が生活に欠かせ
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ない土地柄なので、自ずと高齢ドライバーと関わ
るようになりました。いま二つの研究テーマを
もっていて、一つは認知症の人の運転がどうなっ
たら危険になるのか、もう一つは、認知症の人に
運転を止めてもらうためにはどうしたらよいのか
を研究しています。まだそれらに対して答えがな
いので、何とか見つけたいと研究を進めています。
　石　川　私は岩手県盛岡市にある中央自動車学
校を経営しております。自動車学校では高齢者講
習を始めるようになりましたが、歩くのがやっと
という方でも、車に乗ると結構普通に走れる方が
大勢いまして、高齢者の運転に興味を持ちました。
自動車学校では様々なデータを収集できますの
で、日本交通心理学会などで何度か発表していま
す。
　2007 年発行の日本損害保険協会助成研究報告
書「高齢ドライバーの安全対策に関する研究」の
中で、指導員教育マニュアルの作成にも参加いた
しましたので、日本損害保険協会との関わりは今
日で２回目になります。

高齢ドライバーの現状と問題

　松　浦　今回テーマの高齢ドライバーは「65
歳以上の運転者」のことです。一般論として、高
齢者は身体能力や、視力・認知力・判断力の低下
により、あらゆる場面での運転に支障が出やすい
と思います。心理学的な観点からは、自分の能力
低下を認めて、安全運転へと運転の方法を変えて
いく（自己調整していく）人と、逆にそれを否定
して若い時と同じような運転を続けようとする
（自信過剰な）人がいるといった特徴がみられま
す。

　高齢ドライバーの現状について、まずは高齢者
講習を題材に進めたいと思いますが、石川さんい
かがでしょう。
　石　川　認知機能検査は 2009 年から始まり、
2013 年９月１日にその判定方法が変わりました。
以前の判定方法では、時間の見当識、手がかり再
生、時計描画の３つの検査のうち、たとえば「時
間の見当識」の検査で、「今日は何年何月何日何
曜日で今何時です」と答えられれば、他の２つの
検査で全然回答できなくても第一分類（認知症の
おそれがある者）になることはありませんでした。
非常に問題があると思っていたところ、2013 年
から検査結果の基準に係る配点方法、計算式等の
見直しにより、第一分類、第二分類（認知機能の
低下のおそれがある者）の方が増えてきました。
　本校で、改正の前後で千名ずつのデータを取っ
たところ、第一分類は 0.7% から 4.1% に、第二分
類は 28% から 42% に、第三分類（認知機能の低
下のおそれがない者）は 71% から 54% に変わり
ました。以前は第三分類の人が 70%もいまして、
検査を受けることによってかえって自信過剰に
なってしまうのではないかと不安でしたが、咋年
の改正によって実態に近づいたと感じています。
　松　浦　上村さん、第一分類の数値で、75才以
上の方が 0.7％から 4.1％に上昇したといっても、
実際の認知症の罹患率よりも低いのではないです
か。
　上　村　0.7％は低いと思いますが、4.1％は意
外と高く、第二分類が 42％と増えつつあること
からも、ある程度きちんと高齢者講習で認知機能
を見ているという印象を受けます。
　松　浦　第一分類の人に実技指導は成り立ちま
すか。指示どおりにきちんと運転できるもので
しょうか。
　石　川　もちろんできます。
　上　村　私もできると思います。現に、私の患
者さんは高齢者講習の認知症検査でほぼ合格して
います。
　アルツハイマー型認知症では、記憶と、視覚の
空間認知能力に障害が出ます。行き先を忘れたり、

　高齢者講習とは、運転適性や実車指導を通じて、
加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を自覚して安
全運転を続けるための講習。
　講習の対象者は、運転免許証の更新期間が満了す
る日の年齢が 70 歳以上で更新を行う方。なお、75
歳以上の方は、講習の前に講習予備検査がある。

そ ん ぽ
vol.0002011
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車庫入れが苦手になったりします。しかし、運転
自体は問題ないことが多いのです。
　一方、血管性認知症の場合、どちらかと言えば
ノロノロ運転で、運転操作自体に障害が生じます。
このように認知症の背景疾患によって、運転能力、
判断、操作への影響の出方が違うのではないかと、
医学的に判明してきています。
　松　浦　北川さんは高齢ドライバーの実情につ
いてどう感じていますか。
　北　川　今の話を聞いた関連のお話ですと、認
知症のドライバーは 100％事故を起こすわけでは
ないことや、事故のリスクは高いけれども比較的
安全なドライバーに位置づけられているという報
告を国際会議で聞いたことがあります。そのよう
な方たちの移動・交通問題をどのように考えれば
良いかと悩んでいます。
　松　浦　100%危険とは言えないのですね。
　北　川　ただし、突然大きな事故を起こす方も
いるという注釈も付きます。ときに高齢者の移動
実態調査をすることもあるのですが、高齢になっ
ても自分で自由なクルマを持っている方たちは、
外出の頻度や活性が高いという結果がよく出ま
す。車で好きな時間に好きなところへ移動できる
ことは、高齢者の元気づくりで大切なことです。
地域生活で自分の居場所や必要なイベントがあっ
て移動されるわけですから、地域全体の活力も維
持できて強い高齢社会づくりに一役買っていただ
くことになります。いつまで続けられるか分かり
ませんが、高齢者が運転をすることは必ずしも悪
いことではありません。
　高齢者の身体能力は非常に幅が広くて、視力な
ど若者と同等に能力が高い人もいらっしゃいま
す。ただし、その一方で明らかに能力が低かった
り、低下の途中にある人も当然いらっしゃるとい
うことも色んな研究で分かっています。というこ
とで、個人差が大きいため十把一絡げに高齢者を
まとめて論じることはできないのです。
　松　浦　高齢者に個人差がある一方、高齢者全
般によく見られる特徴もあります。以前、高齢者
と若者十名ずつに、前の車に追従して 20 キロの

区間を往復走行してもらい、速度と車間距離を主
として測定したことがあります。その結果、速度
については、高齢者はゆっくり、安全運転を指向
した運転をしていることが分かりました。問題は
車間距離（時間）で、高齢者の平均と若者の平均
がほぼ同じでした。高齢者は心身機能が低下して
いるため反応時間も長くなっていますから、若者
と同じでは余裕のない運転となって危険です。
　専門用語で自分の運転を補う行動を補償的運転
行動といいますが、それを高齢者は車間距離につ
いてはできておらず、しかも気がついていなかっ
たのです。速度については、スピードを緩めた運
転をしていると答えていて、事実ゆっくり運転し
ていますが、車間距離については自分が短いとい
うことを全く意識していないことが実験である程
度分かりました。
　石　川　本当に補償的運転行動を取っているの
でしょうか。
　松　浦　たとえば石川さんたちに協力していた
だいて作成した高齢ドライバーのための安全運転
ワークブックなどで、「雨の日は運転を控えます」
と回答していて、本当に控えているのかというこ
とですね。調査結果の信憑性に疑問を感じるのは、
アンケートの根本的な問題です。しかし、補償的
運転行動をとることが「望ましい回答」とは言え
ないので、この調査結果こそが高齢ドライバーの
特徴で、高齢ドライバーは確かに安全運転を心が
けているのです。雨の日は運転しない、長時間運
転しない、夜間は運転しないなど、自分で心がけ
たことが実行できるような補償的運転行動は確か
にしていてこの点は安全上問題がありません。し
かし、車間距離を空ける、停止線で止まるなど、
認知と動作が伴う補償的運転行動については、心
がけているだけであって実行できないという点
が、高齢ドライバーの最大の問題だと思います。
実行しようと思っても、できる運転とできない運
転があり、さらに指摘されてもなかなか直せない
運転行動特性もあります。高齢者の場合には運転
者教育で指摘されたり自覚したとしても、それが
実行できにくいというのが最大の問題なのです。

座 談 会
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　北　川　確かに誰かに指摘されれば、しばらく
は注意して安全運転を続けてくれますが、少し時
間が経つと元の自分の運転に戻ってしまうとよく
聞きますね。そう考えると教育だけに頼るのも難
しいですし、そんなに簡単ではないと感じていま
す。
　松　浦　そうなのです。その時に多分、工学的
な介入が必要ではないでしょうか。同時に、高齢
者講習の改善や免許の返納制度に期待する声も聞
かれます。高齢者講習については、75 歳未満の
人や 75歳以上であっても第３分類に該当する人
に対しては、講習時間を現行よりも短くする一方
で、第１分類の人には基準となる違反がなくても
医学的な臨時適性検査または医師の診断を課すと
いう案が警察庁で検討されています。

免許返納制度と社会システム

　石　川　先日、近所で 94 歳の方が信号無視を
して、自転車乗車中の 60 代の方をはねて、重傷
を負わせる事故を起こしました。加害者は本校で
３回ほど高齢者講習を受講され、認知機能検査も
受けていました。前々回は第三分類、前回の２年
前は第二分類で少々低下が見られ悪化傾向にあっ
たので、免許の更新をしてよかったのかどうか、
考えさせられる事故でした。
　松　浦　なかなか運転の断念や運転免許の返納
が進まないのはなぜでしょうか。
　上　村　なぜ運転を止めないのかを高齢者に聞
いてみると、一番は生活に不可欠という回答です。
病院に行くため、生活必需品を手に入れるために
は自動車が欠かせません。次に多かったのは生き
がいです。たとえば、自分は孫を保育園へ連れて
行くことが楽しみで、役割を担っているのに、そ
れを奪われると自分は居場所がなくなると言うの
です。
　北　川　これだけ高齢化が進むと、現行の社会
システムではもう立ち行かなくなってきていると
思います。もちろん既存の交通事故対策を大事に
しながら、運転できる高齢ドライバーに対しては、

車両も含めてより運転しやすい基盤整備を進め、
身体や認知の老化が進行中の人に対しては、自分
の運転状態を知ってもらう教育の出番になるかと
思います。でも、いきなり安全運転教育の講習を
受けて下さいと言っても、個人差もあるので、早
い段階から個人個人に応じたきめ細かい教育方法
がこれからは大切だと思います。
　松　浦　そうですね。運転教育にも座学のほか
に、ディスカッション、ワークブックの活用、ド
ライブレコーダー等で自分の運転を見せる、同乗
させて他人の運転を見せる、専門家と面接をする
など、色々な方法があります。安全運転の指導だ
けでなく、運転をやめたほうがよいことをどう気
づかせるかも大事だと思います。
　北　川　はい。さらに、運転を止めてもらいた
い人には、誰が説得するのかが問題ですし、その
ためには、クルマの代替手段が欠かせません。と
くに重要なのが公共交通機関で、具体的にはバス
やタクシーに期待したいのですが、とくにバスは
利用者が減少し続けている中で路線の維持すら難
しいのが現状です。将来必要だと思われているの
でしたら、心身ともに元気なうちからバスに乗っ
てもらうことが大事です。兵庫県では、運転経歴
証明書の提示でバス運賃が半額になったり、加盟
施設の割引を受けられたりする仕組みを導入しま
した。このような取り組みも必要になると思いま
す。
　上　村　省庁横断的な総合対策が必要ですね。
　松　浦　なにか定評がある検査を実施して、一
定の値になったら免許を取り消すのはいかがで
しょうか。免許を取るときに視力検査をしますが、
両眼で 0.7 以上ないと合格しません。酒気帯び運
転についても、具体的な数値が決められています。
しかし、視力が 0.6 ではなぜダメなのかと聞かれ
ると、実はそれほど根拠がなく、どこかで線引き
が必要なので、0.7 としています。
　同様に認知症も、一定数値になったら免許を取
り消すことは、医者の立場としてどう考えますか。
　上　村　認知症の程度で、客観的に決めていく
のは非常にありがたいですが、認知症のテスト結
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果と事故との因果関係についての検証は、あるよ
うで実はないと思います。
　松　浦　それは視力もアルコールも同じですが
基準を決めてしまっています。
　上　村　基準ができればありがたいですし、全
国共通の基準を決めるべきだと思います。ただし、
国民、関係者に納得できるコンセンサスを得ない
と、たとえば「あなたの性格は神経質だからダメ
です」というような個性のような基準では説得力
がありません。
　松　浦　コンセンサスの問題と、最終的には政
治判断が必要なのかも知れません。
　北　川　ところで認知症の診断は、普通医療機
関で検査をして診断されますが、教習所では一定
の年齢になると必ず認知機能試験を実施しますの
で、実はかなりのスクリーニングが医療を介さず
にできることになりますよね。たとえばそれを地
域の健康づくりに活かせないかとも思えるのです
が。
　上　村　非常にいいことで早期発見、早期治療、
早期ケアにつながります。ただし、ここでも厚生
労働省の事業と都道府県が施行している高齢者講
習や講習予備検査の成績をリンクできるかどうか
はまだまだ課題だと思います。

ハード対策とソフト対策

　松　浦　北川さんからインフラの整備という話
がありました。どのような対策がありますか。
　北　川　道路側の交通安全対策ですと、標識や
信号機を大きくする、減速のための路面標示を張
りつける、それから交差点をコンパクトにするな
どのアプローチが取られます。しかし、運転の操
作や認知の問題が原因だとすると、それらだけで
は解決しないと思います。そうすると車両の側で
の工夫が必要になるでしょう。たとえば、ユニバー
サルデザインでは「公平性」、「柔軟性」「直感性」、
「分かりやすい情報」、「失敗への寛容性」、「負担
を減らす」、「サイズや空間」といった７つの原則
があるのですが、たとえば操作の負担を減らし、

スイッチやボタン類などを高齢ドライバー向けの
仕様にするなどの開発にもさらに期待したいとこ
ろです。
　松　浦　たとえば、一時停止線できちんと止ま
るように、停止線の手前に小型のハンプのような
もので振動を与えて、その振動を車が感知したら
警告が出るような仕組みは難しいですか。もしく
はギザギザの路面を感知して、そこから電波を通
して車に伝えるといった仕組みはどうでしょう。
　北　川　最近は画像認識やセンサー技術が進ん
できましたので、技術的には可能かも知れません
ね。
　松　浦　振動を車が把握したら、カーナビを通
じて「一時停止です。」と伝達してくれれば、認
知症の人でも気がつきます。高齢ドライバーが一
番多く起こしやすい、一時停止場所での出会い頭
の事故を防ぐには、そういうハード的なものでな
いとダメだと思うのです。しかもこういうときは、
「止まりなさい。」という命令調ではなく、自主的
に止まることを促すメッセージが良いでしょう。
　上　村　人間は他人に指摘されると基本的にイ
ヤなので、アドバイスを無視することがあります。
場合によっては、自分の行動を見せて自覚させる
よりも、これに気をつけることで、こんなに良い
事があると、ポジティブなフィードバックの方が
行動変容をもたらすことがあります。
　松　浦　高齢者が安全運転をして褒められるよ
うな仕組みですね。自動車保険でいうと無事故で
あれば年々保険料が安くなる、ゴールド免許をも
らって何か特典がある、そういう仕組みが何かあ
るといいですね。安全運転をすると、ドライブレ
コーダーがポイントをカウントして、ポイントに
応じて特典が得られるということも考えられま
す。
　北　川　一時停止でしっかり止まれば 10 ポイ
ントとか。車にそういう仕組みができてくると安
全運転への関心も高まって、案外いいかも知れな
いですね。
　石　川　今、高齢者マークは車の前と後ろに貼
付することになっています。しかし、高齢者の
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事故で特徴的な出会い頭の事故を防ぐには、横に
も必要だと思います。加えて、高齢者マークの貼
付は、義務ではありません。せっかく高齢者講習
で判定しているわけですから、せめて第一分類の
人には強制的に貼らせるとか、なにか縛りがあっ
てもいいと思います。また、実技の講習では、出
来ていない所を指摘する技能診断のような方法で
行っていますが、例えば、見通しの悪い一時停止
の交差点を通過する際の 2段階停止などは難しい
けれど大切なことですから、診断ではなく教習す
るという方法が望ましいと思います。
　松　浦　ソフト対策としては、警察の高齢者講
習のほかに、自治体が実施している交通安全教室
や講習、交通安全グッズ・冊子・チラシの配布が
あります。こうした啓発活動では、高齢者が自発
的に参加し、興味をそそるものである必要があり
ます。また、高齢者がシニアリーダーやボランティ
アとなって交通安全を推進する担い手になると
いった試みも最近では増えているようです。

これからの交通社会

　松　浦　最後に一言ずつお願いします。
　上　村　今日は分野の違う方々のお話が聞けて
勉強になりました。今後も地方の医師という立場
で、医療もしくは住民目線での教育など、色々な
点で社会に貢献していきたいと思います。
　北　川　最近、住民たちで一体となって公共交
通の維持と活性化を頑張って行こうという動きが
あり、運転の代わりの交通手段をつくる市民レベ
ルでの活動に期待しています。行政ではコンパク
トシティ構想のもと、医療や買い物に困らない生
活ができるような圏域を考えようという話もでて
います。行きたいところに行って、楽しく長生き
できる社会を総力戦で作りたいと思っています。
　石　川　交通事故統計によると、日本の特徴は
高齢者、歩行者、自転車の事故が多いことです。
交通弱者がこれほど犠牲になっていることが問題
だと思います。周りのドライバーはもっと気をつ
ける必要があると思いますし、高齢者も例えば無

茶な横断をしないように変わるべきでしょう。イ
ンフラも含めた対策がこれからますます必要に
なってくると思います。
　松　浦　今日の議論をまとめますと、まず、高
齢ドライバーは自分の運転を補う行動である補償
的運転行動を試みるが実行できない行動があり、
また、運転教育では自分の運転の危険性を自覚さ
せることが難しいし、自覚させてもなかなか実行
できないことが指摘されました。対応策としては、
ドライブレコーダーなどを使って自分の運転を確
認したり、ワークブックや安全態度検査などを自
己採点したり、教習所指導員等の専門家と個別に
自分の運転の問題点を話し合ったりするといった
個人個人に応じた教育が必要でしょう。
　次に、免許返納制度と社会システムとの関係で
は、高齢ドライバーにとって、運転が生活に不可
欠であること、生きがいとなっていることから、
運転の取り止めや免許の返納が進まない現状があ
り、課題として、検査を実施し一定の基準に達し
た場合に免許を取り消す制度は、国民が納得でき
るコンセンサスや政治的な判断が必要になるこ
と、認知機能試験の結果を地域の健康作りに活か
す場合、厚生労働省の事業とリンクすることが求
められることが挙げられました。対応策としては、
警察だけでなく、他の関係省庁、自治体、地域、
企業、医療機関と国民とのコミュニケーションを
密にし、高齢運転者を社会全体で支える仕組みを
作ることが課題だと思います。
　さらに、ハード面の対策として路面の改良、カー
ナビによる注意喚起、ドライブレコーダーを利用
して安全運転へのインセンティブを高める仕組み
の導入、高齢者講習結果に応じた高齢者マーク貼
付等が考えられました。また、ソフト面の対策と
して高齢ドライバーに対し高齢者講習や交通安全
教室といった教育、交通安全のグッズやチラシ等
を通じた安全運転啓発や高齢者がリーダーやボラ
ンティアとなる主体的活動の必要性も指摘されま
した。
　みなさん、貴重な数々のお話をいただき、あり
がとうございました。
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１．はじめに

　鉄などの金属は空気中では燃えにくいが、薄片
や粒子状になると、空気中でも短時間に酸化、燃
焼するものは多い。金属を扱う産業現場では、時
として大きな爆発が発生している。昨年５月、東
京都町田市内のマグネシウム合金を扱う金属加工

工場で爆発が発生し、８人が重軽傷を負い、その
後１人が死亡した。夕方爆発が発生し、その後の
夜の全国ニュースで大きく取り上げられた。火災
鎮圧まで約24時間、最終的な鎮火までは約38時間
を要し、また、周辺住民が避難するという事態を
招いたことは事故の深刻さを物語っている。
　携帯型のモバイル電子機器の軽量化にはマグネ

金属の火災と爆発の
危険性

八
や し ま

島 正
ま さ あ き

明 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 化学安全研究グループ 上席研究員

表1　金属の火災と爆発の発生状況

　  年	 月				発生場所	 　発生工場など	 　　　　　　　　　　　　　　　概　要
	 	 （都道府県）
　2014 10 静岡 金属再生工場 廃棄アルミ缶からアルミ素材に再生する工程の炉が過熱して燃え、天井や

電気ケーブルに広がった。
 8 山口 粉体加工工場 水素化マグネシウムを機械で砕く作業中に出火した。
 8 神奈川 スクラップ置き場 海外輸出用の非鉄金属を扱うスクラップ置き場で火災が発生した。
 7 福島 金属精錬工場 溶けた高温の銅が炉から大量に漏れ出し、近くの電気ケーブルに燃え移っ

た。１月にも同じ工場で事故があった。
 6 和歌山沖 貨物船 航行中、積み荷の鉄くずが燃えた。
 5 東京 金属加工工場 マグネシウム合金の機械仕上げ加工工場で爆発した。
 5 愛知 金属加工工場 鉄のスクラップを溶かす炉で爆発した。
 4 富山 金属鋳造工場 溶解炉で鉄を溶かしていたところ爆発が発生した。
 2 千葉 貨物船 鉄くずなど再生資源ごみの運搬船で火災が発生した。
 1 福島 銅精錬工場 溶け出した銅と冷却設備の水が何らかの原因で直接触れ、水蒸気爆発が発

生した。
　2013 11 愛知 スクラップ置き場 敷地内の鉄くずが燃えた。
 10 茨城 金属精製工場 精製過程で出る灰からアルミニウムを再抽出する作業中に爆発した。
 7 茨城 スクラップ置き場 輸出用の鉄や非鉄の金属などが置かれていた敷地内で鉄くずやプラスチッ

クなどが燃え、鎮火まで約16時間かかった。
 5 三重 金属製錬工場 アルミニウム精錬工場のアルミくずの乾燥施設内で爆発が発生した。
 4 福岡 スクラップ置き場  野積みされた金属片や廃材などが10時間半にわたって燃え続けた。
 4 大阪 金属製造工場 銅を製造する工場の溶解炉内部で爆発が起き、高温の液状金属が噴出し

た。
 1 新潟 金属加工工場 チタンとステンレスの板を製造するラインで、機械についていた粉末状の

金属くずを取り除いていた際に出火した。
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シウム合金の寄与が大きい。マグネシウムにアルミ
ニウムや亜鉛などを少量添加したマグネシウム合
金は、1990年代後半以降、鋳造合金の射出成形（複
数の金属もしくは金属と非金属を合わせて作られ
た合金を、融点より高い温度で熱して液体にして、
冷やして型に流し込み、目的の形状に固めること）
法の普及とともに、その利用が増加している１）。製
造工程では、溶かしたマグネシウム合金を型枠に
流し、冷えてから取り出し、製品部品を切り離し、
寸法通りになるようにバリ（金型成型を行う際に
出来上がった成型品に生じる不要な突起物）をとっ
たり、表面を研磨したりする。この研磨作業で発生
する粉じんは、非常に燃えやすい。1990年代後半
から2000年代前半に事故災害が頻発したことから、
金属加工の中でもとりわけマグネシウムとその合
金（以下、「マグネシウム」で統一する。）の危険性
が高いことが現場作業員にも認識され、安全教育な
どの啓発活動、爆発・火災の防止対策が講じられ、
以降、事故災害の発生件数は激減した。しかし、同
種の災害は時々発生している。

２．金属の火災や爆発の発生状況

（１）工場などでの火災や爆発
　新聞に掲載された2013年から2014年10月まで
の約２年間の金属の火災や爆発の発生状況を表１
に示す。金属加工工場のほかに、スクラップ置き場
や貨物船での火災が目立って発生していることが
わかる。金属の溶解炉での爆発、溶融金属の漏れ、
過熱による事故も６件発生している。

（２）産業現場での粉じん爆発 ･火災の発生状
況２）

　当研究所が把握している1987（昭和62）年から
2010（平成22）年までの爆発・火災災害（労働災
害）の原因になった可燃性粉体の種類と件数を表２
に示す。金属粉、特にアルミニウム粉あるいはマ

グネシウム粉の事故災害が多いことは一目瞭然で
ある。ケイ素粉の事故災害も多いといえる。粉状
のマグネシウムやアルミニウムは、激しく燃焼し、
また消火のしにくさもあり、消防法では危険物（可
燃性固体）に、労働安全衛生法では爆燃性の粉じ
んに指定されている。
　マグネシウムやアルミニウムは金属の中では比
重が小さく、粉状になると空気中に舞いやすいこ
と、融点が650℃~660℃と低いこと、燃焼の際は
気化して燃えること、発熱量が大きいこと、燃焼

表２　爆発・火災災害の原因となった可燃性粉体の種類と
件数（1987〜2010年，当研究所の調べ）

           粉　体	 				件数	 												粉　体	 		件数
アルミニウム粉及びそ  松脂（ガムロジン） 1
の合金粉（アルミニウム 23 ゴム粉 2
カルシウム合金を含む）   
マグネシウム粉及び
その合金粉 19 ビスフェノールA 2

ケイ素粉 6 ABS樹脂粉 1
タンタル粉 2 ポリエチレン粉 1
チタン粉 1 ポリスチレン粉 1
亜鉛粉 1 粉体塗料 1
クロム粉 1 ポリビニルアルコール 1
ジルコニウム粉 2 トナー 4
フェロマンガン粉 2 樹脂粉（詳細不明） 1
希土類金属粉（合金粉） 2  
金属粉（詳細不明） 3 ステアリン酸亜鉛粉 1
   ステアリン酸鉛粉 1
木粉，おがくず 16 テレフタル酸 1
紙粉 4 パラニトロフェノキシア
   セトン 

1

石炭粉 5 ベンゾグアナミン粉 1
活性炭 2 メチルセルロース粉 1
小麦粉 2 硫黄 2
穀物粉（詳細不明） 1
ショ糖エステル 1
おから乾燥粉 1
                     件数の合計    117
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写真１　金属粉体層に沿った燃え拡がりの様子

論 考

温度が高いこと、また水での消火が困難であるこ
と、などの特徴がある。マグネシウムやアルミニ
ウムの火災や爆発が発生すると、激しく燃えるた
め、被災した作業者が重篤になりやすく、また置
かれていた原料や製品に燃え移って延焼しやすい
ことからも、ほかの火災や爆発よりも件数が少な
いにもかかわらずニュースに取り上げられること
が多い。
　金属粉のほかに、近年の木粉の火災や爆発の背
景には、建設リサイクル法の施行に伴い、建築廃
材が原料として使われる機会が増えていることも
挙げられる。OA リサイクル工場で、廃棄されたプ
リンターカートリッジの粉砕処理中のトナー（粉）
による爆発事故も目立って発生している。

３．金属の反応と火災 ･爆発

（１）水と反応する金属
　水と反応する金属としてよく例に挙げられるの
は、リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアル
カリ金属類、マグネシウム、アルミニウム、亜鉛、
チタン、ジルコニウムなどである３）。リチウムは
陶磁器や強化ガラスの添加剤、グリースなどの製
造に使われ、近年では電池製造の用途として利用
が拡大している。リチウム電池（一次電池）およ
びリチウムイオン電池（二次電池）の製造工場で
火災が発生しているが、廃棄物リサイクル工場に
おいて回収されたこれらの電池が着火の原因とな
る事例もある。ナトリウムの火災としては、1995
年高速増殖原型炉「もんじゅ」で冷却材として使
われていたナトリウムが漏れ、火災になった事故
が記憶に新しい。ジルコニウムの合金であるジル
カロイは原子炉の燃料棒の被覆管として用いられ
ており、東日本大震災の時の東京電力福島第一原
子力発電所での爆発において、水と反応して水素
が発生することが一般に知られるようになった。
　なお、水と反応し、発火する金属のほとんどは

消防法における危険物の第３類（自然発火性物質
及び禁水性物質）、あるいは第２類（可燃性固体）
に含まれ規制されている。

（２）金属粉の燃焼の様相
　金属粉の火災拡大時には堆積層表面に沿って燃
え拡がる現象が見られ、その様子を写真１に示す。
ただし、写真は実験室スケールで撮影したもので、
試料は三角柱状の型枠（一辺９ mm、長さ150mm）
を使って堆積させ、試料の右端で着火し、左方向
に燃え拡がる際の様子である。アルミニウム粉は
ガスライターなどの裸火で着火させようとしても、
加熱で酸化が進み安定な酸化膜が形成するため、燃
え拡がらない。マグネシウム粉の場合は燃え拡が
るが、粉の大きさ、純度、（合金の）組成などによっ
て燃焼特性はかなり異なる。水分を含むと激しく燃
焼する性質を有する。チタン粉は閃光を発して燃焼
するが、火炎がほとんど見られず、試料表面に沿っ
て燃え拡がる。チタン粉の場合も、燃焼特性は粉
の大きさ、合金組成などに依存するが、表面で燃
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写真２　浮遊する金属粉じん中を火炎が伝ぱする様子
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焼する性質を有する。ジルコニウム粉は組成、純
度によって火炎が形成する。純度が高いものは表
面で燃焼するとされる。
　写真２には、浮遊する金属粉じん中を上方に伝
ぱする火炎の様子を示す。燃焼の際に閃光を発す
るため、目視では真っ白に見えるが、撮影では露光
を減らすように、減光フィルターを使用している。
堆積した状態では燃え拡がりにくいアルミニウム
粉ではあるが、浮遊した状態となると、閃光を発
して激しく燃える。ジルコニウム合金の一つであ
るジルカロイ２も閃光を発し燃焼するが、希薄な
粉じん濃度でも個々の粒子が燃え、表面燃焼しな
がら伝ぱすることがわかる。

（３）テルミット反応
　一般に酸化した金属は燃えないが、酸化鉄とア
ルミニウムが混じった状態で溶接火花などの高温
の熱源があると、テルミット反応を生じて高温とな
り、周囲の可燃物を燃やし火災になることがある。
ある事故事例では、金属を扱う工場において、作
業員が運搬用の錆びたコンテナ（鉄箱）の中に入っ
てアーク溶接作業中に、急に炎が立ち上がって衣
服に燃え移り、焼死している。調査の結果、コンテ
ナで多様な金属廃材を運んでおり、アルミニウム
や銅の粉がコンテナ床に付着した状況もあり、落
ちたスパッタ（溶接や溶断作業時に発生する高温
の金属粒子）でテルミット反応を生じたものと推
定された。

４．マグネシウムに関する火災と爆発

（１）災害事例
　ここで、マグネシウムの機械加工工場での典型
的な爆発事例を紹介する。
　携帯電話部品工場で爆発が発生し、研磨作業に
従事していた作業員10人が病院に搬送され、うち
６人が火傷等の負傷をした。調査の結果、十分な
吸引能力を有しない集じん配管内にマグネシウム
合金研磨粉が大量に堆積した状況下で、小型研磨
機を扱っていた作業員の帯電による静電気によっ
て湿っていた研磨粉に着火したことが直接の原因
であった。着火後、集じんホース（枝管）内を火
炎が伝ぱし、本管に堆積していた研磨粉に着火し、
爆発が発生した。作業員は帯電防止性能を有しない
スニーカーを着用していた。また、研磨機は空気圧
駆動式であったものの、コンプレッサーからの圧
縮空気による凝縮水の流入防止が行われておらず、
研磨機から水が滴っていた。
　本件は粉が堆積しないように必要な集じん性能
が確保され、研磨機と作業員が静電気帯電防止対
策を行っていれば防げた事故災害である。この事
例のように、機械加工で発生する切削粉や研磨粉
を集める集じん機やダクトにおいて爆発や火災が
発生することは多い。

（２）水素の発生
　マグネシウムが粉状になると、その粒子の大き
さや温度によっては水との接触で反応し、発熱し
たり、水素が発生したりすることがある。事前評価
で当該粉じんの最小着火エネルギーが大きく、静
電気では着火しないと判断されても、水素が発生
することで小さなエネルギーでも着火、爆発に至
ることがある。
　上述の災害事例では、粉が水で湿り、塊状になっ
ていた。このような状態では、塊状の粉の表面から
しばらく水素が発生し続けているので、例えば帯電
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した物体の接近などがあると、ごく小さな火花放電
のエネルギーでも着火しやすい。その次の瞬間、塊
状の粉は燃焼し、塊内の水分が一気に気化し、周囲
に飛散し、まさに花火のような燃焼性状を呈する。

（３）マグネシウム火災
　マグネシウム火災の基本的な現象を把握するた
め、写真３と図１にそれぞれマグネシウム火炎と燃
焼の模式図を示す。マグネシウムの場合、気化した
蒸気が燃焼する、いわゆる拡散燃焼の様式となる。
単体のマグネシウムの沸点は1,095℃とされる。火
炎の温度はその組成、粒子径、堆積状態によって
異なり、非接触で測定できる二色温度計によると、
白色に見える火炎は2,100℃以上、オレンジ色に見
える火炎は1,100℃程度である。単位時間に燃焼す
る量が増加すると閃光を発して燃えるようになる。
　主な燃焼生成物である酸化マグネシウムの粒子
は、白煙となって見える。周囲の気流速度にもよ
るが５ミクロン以下の粒子が浮遊しやすく、長時間
気中に漂っている。したがって、火災現場付近で
は防じんマスクを着用するのがよい。他の燃焼生
成物の窒化マグネシウムは、高温下で空気中の水
分や消火水と反応し、アンモニアを発生しやすい。

アンモニアは有害性で、かつ可燃性ガスであるこ
とには注意が必要である。
　一般に金属火災に水をかけると水素が発生して、
火勢を増し危険という説明をされる。しかしなが
ら、水素が火災に影響するのかどうかは、燃焼前
に水が堆積層に浸潤しているかどうかによって異
なると考えられる。予め浸潤していれば、水素が
発生し、それは着火性に大きく関係する。一般に、
火炎に向かって散水すると、水滴群に同伴する周
囲気流の影響もあり、火炎は乱れやすい。水の分
解温度は2,000℃超であり、火炎に水滴が流入すれ
ば原子に分解することもあるが、流入すれば急速
な蒸発に伴う体積膨張で火勢を増すような様相を
呈する。高温の火炎を通過した大きな水滴が堆積
層表面に達すれば、水蒸気爆発的な様相を生じさ
せる可能性もある。現象的には興味深いが、消火
のための注水は厳禁である。

（４）湿ったマグネシウム粉の危険性４）

　マグネシウムを扱う金属加工工場においては、
火災や爆発の防止のため、発生した研磨粉が湿式
の集じん機などで回収されることがある。このと

写真３　堆積したマグネシウム粉が燃焼する様子

             （試料の平均粒径29μ m、堆積直径は100 mm） 図１　マグネシウム火災の模式図
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き、水と粉じんの接触で反応し、水素が発生するこ
とがあるため、装置は水素が滞留しないようにす
る。廃棄物処理施設や金属リサイクル工場から廃棄
されるいわゆる金属スラッジ（汚泥状のもの）につ
いて、水を張った容器やドラム缶で一時保管する
際には、周囲環境の変化に伴う水分の蒸発・乾燥、
あるいは金属と水との化学反応による温度上昇で、
水分が蒸発したり、蓄熱などにより発火したりし、
火災に至る危険性がある。水中に一定時間置くと、
水酸化物に変化し、燃焼性が失われるように思わ
れるが、筆者らの実験４）によると、粒子径、温度
によっては１週間経過しても燃焼性を有すること
がわかった。

５．金属火災の消火方法

　金属火災の消火には、その金属種に適した方法
で行う。堆積した粉に対して、消火剤の噴射によっ
て粉を舞い上げると、粉じん爆発を誘発する危険性
があるため、粉を舞い上げないように静かに消火
するのが原則である。工場での金属火災用の消火
剤が市販されているが、これらは初期消火用であ
る。火災の規模が大きくなると、安価で大量に入
手できる乾燥砂による消火が行われる。消火には
時間がかかるもので、アルミニウム粉を扱ってい
た工場火災では、出火から鎮火まで17日間を要し
ている５）。廃棄物が野積みされたスクラップ置き場
での火災となると、堆積層内でくすぶり続けたり、
消火のために切り返した際に新鮮な空気に触れる
ことで再燃したりするため、消火作業は焦らず慎
重に行われる。
　発火を予防するためには空気中の酸素濃度を下
げればよく、限界酸素濃度が実験的に求められて
いる。逆に、この値は消火の際の濃度（消炎濃度）
に対応している。金属の限界酸素濃度は木粉などの
有機物のそれよりも小さいものが多く、例えば有機
物が11〜15％に対して、金属は０〜10％である６）。

マグネシウムの場合は数％である。０ % に近いこ
とはすなわち、酸素のわずかの存在でも燃焼が継
続することを意味する。

６．おわりに

　我が国では他国にみられないほど素材産業、機
能性材料の開発と生産が盛んである。金属材料の
特徴にはリサイクルできることが挙げられるが、金
属の火災や爆発を防止するためには、原料製造か
ら製品製造、そして廃棄、再処理までのライフサ
イクルを通しての対策が求められる。
　過去のマグネシウム火災や爆発では現場の作業
員がマグネシウムを取り扱う際の危険性を十分に
知らされておらず、適切な作業着や靴を身につけ
ていなかったり、不安全な行動をしていたり、火
災発生時に適切な対応を採らなかったり、といっ
た安全教育の不足が挙げられる。
　金属の火災や爆発が発生した場合は、対岸の火
事とは考えず、自社の安全総点検、安全教育の再
実施、社員間の安全の知識・情報の水平展開、そ
して安全対策の向上を目指していただければ幸い
である。
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１．はじめに

　日本の高齢化の進展は世界に類を見ない速さで
進んでおり、平成26年１月１日現在、日本の総人
口の25.2％（４人に１人）が65歳以上となってい
る。東京都の高齢化率は21.5％（284万人）と全
国平均よりは低いものの、増加数は全国で一番多
く、団塊の世代が75歳の後期高齢者となる平成37
年（2025年）には332万人となる見込みである。
　また、生活のしづらさなどに関する調査（全国
在宅障害児・者等実態調査）（厚生労働省：平成
23年実施）によると、在宅の身体障害者386.4万
人のうち65歳以上の高齢者が265.5万人（68.7％）
を占めている。高齢になるにつれ障害者の割合が
高くなるという実態を踏まえると、今後の高齢者
人口の更なる増加により、高齢の障害者も増加す
ることが予想される。
　東京消防庁ではこれらの状況を鑑み、高齢者や
障害者等要配慮者（※注）の安全対策を積極的に推進
している。

※注　要配慮者とは
　災害対策基本法第８条第２項第15号に規定
される「高齢者、障害者、乳幼児その他の特
に配慮を要する者」のことをいう。
　東京消防庁では、その中でも過去の災害の
実態を踏まえ、一人暮らし、介護保険法に規
定する要介護・要支援認定者等の高齢者や身
体障害者等を対象に「要配慮者の安全対策」
を推進している。

２ .　高齢者、障害者等要配慮者を取り
巻く状況

（１）火災データから見る高齢者の死者の実態
① 火災による死者の発生状況
　東京消防庁管内で過去５年間に発生した火災に
よる高齢者の死者の状況をみると、死者全体に占
める高齢者の割合は年々増加傾向にある。
　平成25年は69％（77人中53人）と近年で最も
高くなっている。そのうち92％（49人）は住宅火
災で亡くなっている。（図１）
　また、75歳以上の後期高齢者が７割以上を占め

高齢者、障害者等要配慮
者を対象とした総合的な
防火防災診断について
袖
そ で や ま

山 みゆき 東京消防庁防災部防災安全課 防災福祉係長

前期高齢者
（65～74歳）
14人　26％

後期高齢者
（75歳以上）
39人　74％

図１　火災による高齢者の死者数の推移
（過去５年・自損行為等による死者数を除く）

図２　高齢者区分別死者発生状況（平成25年中）
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ている。（図２）
② 生活様態からみる死者の発生状況
　平成25年の住宅火災による死者を生活様態から
みると、火災発生時に一人暮らしおよび出火時に一
人で犠牲になった高齢者は38人で住宅火災による
高齢者の死者全体の78％を占めている。一人暮ら
しの高齢者の増加に伴い、今後この傾向はますます
顕著になることが予想される。
③ 出火原因からみる死者の発生状況
　平成25年の住宅火災の出火原因別の死者の発生
状況をみると、高齢者は、たばこ、ストーブ、こん
ろが原因の火災で死亡するケースが多く、他の年代
と比べると約３倍となっている。（図３）

（２）救急搬送データから見る高齢者の実態
① 日常生活事故による救急搬送状況
　東京消防庁管内では、日常生活の中の事故（火
災、交通事故等を除く。）で、平成25年中に約12万
人が救急搬送されており、その半数以上は高齢者で
ある。また、平成21年から平成25年までの５年間
でみると、約28万人の高齢者が日常生活の中の事
故で、救急車で医療機関へ搬送されている。（図４）
② 高齢者の日常生活事故発生状況
　高齢者の日常生活事故発生時の動作分類をみる
と、「ころぶ」事故が全体の約８割を占め、「落ちる」
事故が次に多く発生している。普段の生活の中で転

倒や転落が多く発生し、この２つの事故だけで平
成21年からの５年間に22万人以上の高齢者が医療
機関に救急搬送されている。（図５）
③ 「ころぶ」事故の発生状況
　高齢者の事故の中で最も多い「ころぶ」事故で
は、平成25年中に４万人を超える人が救急搬送さ
れている。これを人口10万人あたりの救急搬送人
員で見てみると、年齢が高くなるにつれて増加し、
高齢になるほど、「ころぶ」ことがケガにつながる
ことが分かる。（図６）
　事故の発生場所では、「住宅等居住場所」が最も
多く、次に「道路・交通施設」となっている。また、

「住宅等居住場所」のなかで発生の多かった場所10
か所を見てみると、「居室・寝室」が最も多く、次

図４　日常生活事故での高齢者の救急搬送人員の推移

図５　事故種別と救急搬送人員（平成21年から25年）
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図３　住宅火災による出火原因別の死者数（平成25年中）
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図７　「ころぶ」事故の発生場所（平成25年中）

図８　「落ちる」事故による高齢者の年齢別救急搬送人員と
人口10万人あたりの救急搬送人員（平成25年中）

図９　「落ちる」事故の発生場所と原因器物等（平成25年中）

図６　「ころぶ」事故による高齢者の年齢別救急搬送人員と
人口10万人あたりの救急搬送人員（平成25年中）
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に「玄関・勝手口」、「廊下・縁側」となっている。
（図７）
④ 「落ちる」事故の発生状況
　高齢者の事故の中で「ころぶ」事故に次いで多い

「落ちる」事故では平成25年中に５千人以上の人が救
急搬送されている。これを人口10万人あたりの救急
搬送人員で見てみると、「ころぶ」事故同様、年齢が
高くなるにつれて増加していることが分かる。（図８）
　「落ちる」事故の発生場所では、７割以上が「こ
ろぶ」事故同様、「住宅等居住場所」で発生してい
る。また、「住宅等居住場所」のなかで発生の多かっ
た原因器物等を見てみると、最も多いのが「階段」
で約５割を占め、次に「ベッド」、「脚立・踏み台・
足場」となっている。（図９）
⑤今後の救急搬送人員の予測推移
　今後の高齢者の人口増加に比例し、日常生活で
の事故で救急搬送される高齢者も増加したと仮定
すると、平成47年には約７万７千人の救急搬送人
員になると推測される。（図10）

（３）大規模地震時における被害予測
　平成７年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日
本大震災における死者の内訳をみると、いずれも60
歳以上が半数以上を占めたことが報告されている。

　また、首都直下地震における被害想定において
も、被害が最大となると想定される東京湾北部地
震（冬の夕方18時、風速８ m/ 秒）で、死者9,641
人のうち、高齢者や障害者等要配慮者が4,921人

（51％）になるとしている。
　大規模地震等震災対策においても、高齢者や障
害者等の被害軽減が急務である。

３．総合的な防火防災診断の概要

　２．でみてきた実態等を踏まえ、東京消防庁では、
要配慮者の日常生活での居住環境の安全対策、大
規模災害時の被害軽減対策の一つとして平成25年
度から「総合的な防火防災診断」を実施している。
実施に至るまでには、都知事の諮問機関である火
災予防審議会での審議、全消防署での試行および
検証等により、効果的な方策についての検討を重
ねてきた。

（１）特徴
　総合的な防火防災診断は、要配慮者の家を戸別
に訪問し、火災、震災、家庭内事故等、当該世帯
を取り巻く様々な危険要素や、要配慮者個々の生活
実態を総合的かつ客観的に診断し、区市町村、福
祉関係機関、町会自治会等の協力関係機関と連携
しながら、要配慮者の安全対策を推進するための
取組である。
　東京消防庁では今までも各家庭を訪問して火災
予防等に関する情報提供やアドバイスを行ってき
たが、今までの取組との違いは、診断項目が火災
のみならず震災等（地震・水害等）、家庭内事故と
トータル的に捉えて設定していること、各診断項目
の評価結果から各家庭の危険要素を定量的に判断
できるように「危険度判定手法」を構築したこと、
また、実施にあたっては消防単独で実施するので
はなく関係機関と連携して地域が一体となって行図10　高齢者の人口及び救急搬送人員の予測推移
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・火災発生危険（たばこ・ストーブ・こんろ・電
気配線・裸火使用・放火危険等）

・住宅用火災警報器・防炎品・消火器等の有無、
維持管理状況

・火災発生時の対応に係る意識・消火能力・通報
手段　等

・家具類の転倒・落下・移動防止対策の実施状況
・地震発生時の意識・行動
・非常持ち出し品の準備、町会自治会との関わり
・避難障害　等
・転倒事故危険
・浴室内事故危険
・熱中症対策
・一酸化炭素中毒事故危険　等

火
　
災
　
　
　
　
　 

震
災
等
　   

　
家
庭
内
事
故

（２）主な診断項目

区市町村の防災関係課、福祉関係課

地域包括支援センター、社会福祉協議

会、民生児童委員、介護事業者　等

町会自治会、消防団、女性防火組織、

各支援団体　等

電気・ガス事業者　等

行政機関

福祉関係

機関

地域組織

その他

（３）主な連携先

論 考

うことで改善を促進し要配慮者の生活の安全に寄
与することを主眼としているところであり、それ
が「総合的な」と呼称している所以である。

（４）標準的な実施フロー
　実施方策は各消防署の地域特性、協力関係機関
等との連携体制の構築状況等によって異なるが、
実施に至るまでの標準的な手順は以下のとおりで
ある。（図11）
　なお、診断の結果、改善が必要な項目について
は、「結果のお知らせ」（図12）を活用した自己改
善の促進、即時改善、行政サービスの活用等によ

り効果的に推進する。詳細な診断結果は「危険度
判定ツール」を活用して判定し情報共有できるよ
うにしている。

（５）総合的な防火防災診断で期待する効果
　総合的な防火防災診断では、その実施により次
のような効果を期待している。
○きめ細かい防火防災指導による危険要素の排除

等、要配慮者世帯の居住環境の安全化の推進 
○診断結果データの蓄積および分析による住宅防

火対策、防災対策への反映
○関係機関への働きかけを通して地域が一体と

なった安全対策の推進の強化
○地域住民の自主的な見守り活動等への発展

図12　診断後に対象者に配布する「結果のお知らせ」

図11　総合的な防火防災診断標準的な実施手順
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（６）具体的な奏功事例
　各消防署で実施した総合的な防火防災診断にお
ける危険要素の発見、改善状況等の一例は以下の
とおりである。診断を受けた方からは、安心につ
ながった等の反響の声をいただいている。
① 奏功事例１
　総合的な防火防災診断を実施したところ、ガス
コンロ脇の流し台の壁面が焼損しているのを発見
した。ガスコンロを継続して使用するのは危険と判
断した消防職員は、同行した地域包括支援センター
職員と対応について協議し、居住者本人の同意を
得た上でガスコンロを取り外した。代替え措置と
して、地域包括支援センターが区の福祉担当課に
連絡を取り、福祉サービスとして、電気ポットの
設置および配食サービスの手配を行い、ガスコン
ロからの火災発生危険を排除した。
② 奏功事例２
　総合的な防火防災診断を実施した際、こたつの
電気コードが座椅子の下に長期間挟まれており、
被覆が激しく損傷しているのを発見した。本人に、
電気コードからの出火危険があることを伝え、早
急に修理又はこたつの買い替えを指導した。また、
応急処置として電気配線を適切な位置に変更した。
さらに認知症の症状が見られたため、地域包括支
援センターが介護保険制度による福祉サービスの
導入を検討するに至った。
③ 奏功事例３
　自治会員が同行して総合的な防火防災診断を実
施した際、防火防災上の危険要素が多い要配慮者
の生活環境を目の当たりした自治会員が、自治会独
自での要配慮者対策に取組み始めた。消防に頼る
ばかりでなく、住宅用火災警報器の設置や家具類
の移動など、簡単な作業であれば、自治会がご近所
同士のつながりの中で支援するという動きとなり、
総合的な防火防災診断の実施が地域全体の防火防
災意識の高揚に発展した。 写真　診断実施状況、コンセント周りの診断の様子

４．おわりに

　総合的な防火防災診断を通した要配慮者の居住
環境の安全対策をより一層推進するためには、総
合的な防火防災診断の趣旨や取組内容等の周知に
努め地域への定着化を図ること、また、日頃から
要配慮者に接する方（福祉関係者・福祉関係事業
者・見守りサポーター・町会自治会などの地域住
民等）との間に、日頃の業務や活動の中で要配慮
者世帯の防火防災上の危険を察知した場合は、当
該要配慮者に総合的な防火防災診断を受けること
をすすめてもらう等の協力体制を構築し、恒常的
な実施体系をつくっていくことが重要である。
　さらには、総合的な防火防災診断で確認した不
備事項の改善を図るための行政各部門間のさらな
る連携が必要である。
　そのために、今後もあらゆる機会をとらえて本
取組の説明を行っていくとともに、防火防災に係
る意識啓発を図り、地域が一体となった防火防災
対策の推進に努めていく。
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１．はじめに

　2014年６月20日に「会社法の一部を改正する
法律」（以下「改正法」という）および関連法が成
立し、改正法の施行に向けた準備が進められてい
る。改正法の施行日は、公布の日から起算して１
年６月を超えない範囲内において政令で定める日
とされており（改正法附則１条）、2015年５月１
日施行と見込まれている。
　現行会社法は、2005年に商法、有限会社法等に
分かれて規定されていた内容を統合する形で新た
に制定されたものである（2006年５月施行。この
改正は、実質的な内容としても多くの改正を行う
と共に、形式的にも漢字・カタカナ交じりの文語
体であったものを口語体に改める等しており、「会
社法制の現代化改正」と言われる。）。今回の改正
は、会社法制定以来、初めての本格的な改正であ
る。その内容も、①コーポレート・ガバナンスの
強化（社外取締役が不在の一定の会社に対して株
主総会での説明を要求、監査等委員会設置会社制
度の創設等）と、②親子会社に関する規律の整備

（多重代表訴訟制度の創設、いわゆるキャッシュ・
アウトに係る制度の整備等）を大きな柱とし、多
岐に亘る改正がなされており、企業実務に与える
影響も大きい。
　なお、本稿において以下に示す条文番号は特に
断らない限り、改正法による改正後の会社法の条
文番号を指す。

２．会社法改正の背景・経緯

（１）改正の背景
　現行会社法の施行後、会社法制を取り巻く関係

当事者から、諸外国で活用されている社外取締役
の機能の活用を始めとして、コーポレート・ガバ
ナンスの改善・強化を中心に様々な提言等がなさ
れた※１。その背景には、いわゆるリーマン危機以
降に明確になった日本企業の業績の低迷や競争力
の低下、それに基づく、日本市場の国際的な地位
の低下に対する危機感があった。すなわち、日本
企業では、企業同士の株式持合いがあり、社外取
締役も少なく、取締役会のほとんどが社内出身の
取締役で占められているため、業績と無関係に経
営トップが決まり、役員報酬制度も業績に連動し
ていないこと等から、経営に対する株主による監
督が有効に機能せず、経営が株主価値を軽視して
いるのではないか、そのことが日本企業の ROA

（総資産利益率）や ROE（自己資本利益率）が欧米
企業より低いパフォーマンスに留まる原因ではな
いかという懸念である※２。
　また、持株会社を中心とした企業グループの発
展に伴い、企業集団としてのガバナンスを有効に
機能させるため、親子会社関係の規律（企業結合
法制）について見直しを要するとの議論も活発と
なった。特に、親子会社に関する規律については、
現行会社法の制定過程でも、衆参の法務委員会の
附帯決議で、企業グループや親子会社など企業結
合法制について検討が求められていた等、会社法
制定以前からの継続的な課題でもあった。

※１　代表的なものとして、金融審議会 金融分科会「我が
国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」
報告（2009年６月17日）や経済産業省が設置した企
業統治研究会による報告（2009年６月17日）等があ
る。

※２　改正の背景について詳しく論じるものとして、岩原
紳作「総論−会社法制の見直しと経緯と意義」ジュリ
スト1439号（2012年）12頁

2014年会社法改正
について

奥
お く や ま

山 健
た け し

志 森・濱田松本法律事務所 弁護士
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（２）改正の経緯
　このような背景も踏まえ、民主党政権下の2010
年２月24日、法制審議会において、会社法制の見
直しについて諮問がなされ、法制審議会会社法制部
会（部会長・岩原紳作東京大学教授（当時、現早稲
田大学教授）、以下、「会社法制部会」という）が設
置された。
　会社法制部会では、東日本大震災発生による中断
も挟み、「会社法制の見直しに関する中間試案」に
対するパブリックコメント手続きも含め、足かけ３
年に亘る議論がなされた後、2012年９月７日の法
制審議会において「会社法制の見直しに関する要
綱」（以下「要綱」という）が決定された。この要
綱の内容が今回の改正の元となっている。
　会社法制部会では、様々な論点についての議論が
なされ、特に社外取締役の選任義務付けについて
は、証券取引所や学者等からの義務付けに賛成する
意見と経済界を中心にした会社法での一律の義務
付けに反対する意見が対立していた。最終的に、要
綱では、社外取締役選任の会社法での義務付けは見
送られたが、代わりに証券取引所の上場規則におい
て、上場会社に対し取締役である独立役員を一人以
上確保するよう努める旨を定めるべきとする附帯
決議が決定された。
　もっとも、その後の政権交代や閣議決定前の社会
情勢等を踏まえ、社外取締役の選任義務付けに向け
た議論・意見表明が、再び活発化し、最終的に与党
自民党内での議論により、社外取締役が不在の一定
の会社に株主総会で社外取締役を置くことが相当
でない理由の説明を求めることにする等、要綱に基
づいて作成された政府原案から修正がなされた上
で（ただし、社外取締役の選任義務付けはしないと
の結論自体は変更されていない。）、2013年11月29
日に改正法案が閣議決定され、その後、国会での審
議を経て、改正法の成立に至った。

３．会社法改正のポイント

　改正法は、上記のとおり、①コーポレート・ガバ
ナンスの強化（企業統治のあり方）に関する事項と

②親子会社に関する規律（企業結合法制）の整備
を大きな柱とし、多岐に亘る改正がなされている。
以下、改正法のポイントを概観する。

（１）企業統治（コーポレート・ガバナンス）
関連

ア．社外取締役を選任していない場合における説
明・開示

　改正法は、事業年度の末日において監査役会設
置会社（公開会社であり、かつ、大会社であるも
のに限る。）であってその発行する株式について有
価証券報告書提出義務を負う株式会社が社外取締
役を置いていない場合には、取締役は、当該事業
年度に関する定時株主総会において、「社外取締役
を置くことが相当でない理由」の説明義務を負う
旨の規定を設けた（327条の２）。
　上記のとおり、要綱では、社外取締役の選任の
義務付け自体は見送られた一方、上記要件に該当
する株式会社について、事業報告に「社外取締役
を置くことが相当でない理由」を記載することが
求められることとなっていた。しかし、改正法で
は、これに加えて、定時株主総会において、社外
取締役を置くことが相当でない理由を口頭で説明
することが義務付けられた。ここで求められて
いるのは、社外取締役を置かない理由ではなく、

「置
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

くことが相当でない理由」である。また、この
「相当でない理由」については、事業報告等の記載
事項として、①個々の会社の各事業年度における
事情に応じたものであること、また、②社外監査
役が２名以上あることのみをもって理由とするこ
とはできないことが法務省令において定められる
見通しであり、株主総会での説明に際しても、こ
の規定に倣った説明が求められることになると解
される。このような規定の仕方が採用されている
のは、当該規定は、株主総会での説明等を通じて、
社外取締役の選任を促す効果が期待されているた
めである。
イ．社外取締役及び社外監査役の要件
　改正法では、社外取締役及び社外監査役の要件

論 考

2015 vol.260
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（社外要件）を厳格化し、①親会社等（２条４号
の２）の取締役等（２条15号ハ、16号ハ）、②兄
弟会社の業務執行取締役等（２条15号ニ、16号
ニ）及び③自社の取締役、重要な使用人等の近親
者（２条15号ホ、16号ホ）は、社外要件を満たさ
ないこととしている。他方、過去に当該会社等と
一定の関係があった場合に社外取締役等としての
要件を満たさないこととするいわゆる過去要件の
対象期間については、原則として、就任前10年間
に限定している（２条15号イ、16号イ）。
　現行法の下では、社外要件については、自社又
はその子会社の取締役・使用人等でないことが求
められているほかには、当該会社からの独立性に
関する要件は定められていなかったが、改正法は、
当該会社と一定の利害関係がある者（親会社関係
者等）について、新たに社外要件を認めないこと
としたものである。このため、改正後は、特に親
子会社間における社外取締役や社外監査役の兼任
が認められなくなる点に注意する必要がある。他
方で、現行法の下では、例えば、過去に一度でも
会社の従業員になったことがある者は、それがど
れだけ前であっても社外要件を満たさないことに
なっていたが、原則として10年を経過すれば、社
外役員の要件を満たすものとしている。
　なお、上記改正については、その経過措置によ
り、改正法の施行の際に現に改正前の社外要件に
基づき社外取締役又は社外監査役を選任している
会社の社外取締役又は社外監査役は、施行後最初
に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結
の時までは、なお従前の例による、すなわち、改
正前の社外要件を満たせば社外性を失わないこと
とされている（改正法附則４条）。このため、選任
時期及び任期によっては、現任の社外取締役又は
社外監査役が任期の途中で社外要件を満たさなく
なる可能性がある点に注意する必要がある。
ウ．監査等委員会設置会社制度の創設
　改正法では、株式会社の新たな機関設計として、
監査等委員会設置会社（２条11号の２）の制度を
創設している。この制度は、要綱では、「監査・監
督委員会設置会社（仮称）」とされていたが、改正

法では、「監査等委員会設置会社」へ変更されてい
る（現行の「委員会設置会社」も、「指名委員会等
設置会社」に名称変更される。２条12号）。
　監査等委員会設置会社には、監査役は置かれず、
監査等委員会が監査を担うことになる（327条、
399条の２第３項１号）。また、指名委員会等設置
会社と異なり、執行役は置かれず、業務執行取締
役が業務執行を行うことになる。監査等委員会は、
監査等委員である取締役３人以上で組織され、そ
の過半数は、社外取締役である必要がある（331条
６項）。
　監査等委員会設置会社制度は、社外取締役をよ
り活用しやすくするための方策として考えられた
機関の形態であり、いわば指名委員会等設置会社と
監査役会設置会社の間のような機関形態といえる。
エ．会計監査人の選解任等に関する議案の内容の
決定権

　現行法では、会計監査人の選解任・不再任に関す
る株主総会の議案の内容の決定について、監査役

（会）設置会社では、取締役会の権限とされていた
が、これに対して、監査を受ける立場にある取締
役会に決定権限を付与することは会計監査人の独
立性から問題があるとの指摘がなされていた。
　そこで、改正法は、会計監査人の選解任等に関す
る株主総会の議案の内容の決定権を、新たに監査役

（会）の権限としている（344条）。同様に、監査等
委員会設置会社でも、監査等委員会が会計監査人の
選解任等に関する株主総会の議案の内容の決定権
を有することとしている（399条の２第３項２号）。
オ．責任限定契約を締結できる対象者の変更
　現行法の下では、取締役又は監査役との責任限
定契約は、当該対象者が社外役員（社外取締役・
社外監査役）であるかどうかにより、その締結の
可否が区別されていたが、改正法は、当該対象者
が社外役員であるか否かにかかわらず、非業務執
行者であれば締結を可能とした。このため、特に
監査役については、社外監査役に限らず、全監査
役が責任限定契約を締結し得ることとなった（427
条１項）。
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（２）親子会社法制
ア．多重代表訴訟制度（最終完全親会社等の株主
による特定責任追及の訴え）の創設

　現行法における株主代表訴訟制度（責任追及等
の訴え）は、原則として、株式会社の株主が、自
社の取締役等の責任を追及するための制度として
設計されており（現行会社法847条）、親会社の株
主が、子会社の取締役等に対して直接責任追及す
ることは認められていない。もっとも、持株会社
の形態をとる企業が増加する等、子会社の重要性
が高まる中、現行制度に対しては、子会社の取締
役等が子会社に対して責任を負う場合であっても、
子会社自身、あるいは、子会社株主たる親会社か
ら子会社の取締役等への責任追及がなされず、親
会社株主の保護が不十分という批判がなされてい
た。他方で、親会社株主が直接子会社の取締役等
の責任を追及する多重代表訴訟制度は、企業グルー
プの効率的な経営に支障を来たすことや、濫用的
な訴訟提起がなされることが懸念されていた。
　そこで、改正法は、現行法における自社の取締役
等に対するよりも限定的な形で多重代表訴訟制度

（最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴
え）を新設した（847条の３）。具体的には、対象
となる子会社は、親会社の総資産額の５分の１を
超える規模の完全親子会社に限定されており（847
条の３第４項）、また、提訴請求をすることができ
る株主も、６ヶ月前（公開会社の場合のみ）から
引き続き最終完全親会社等の総議決権又は発行済
株式の100分の１以上を有する株主に限定されてい
る（847条の３第１項）。
イ．株式会社が株式交換等をした場合における株
主代表訴訟

　改正法は、株式交換等により完全子会社化され
た株式会社に関して、完全子会社化以前に株主代
表訴訟を提起し得る立場にあった株主は、株式交換
等によって完全子会社の株式を失った後も、その
対価として取得した完全親会社の株式を引き続き
保有している限り、完全子会社の取締役等に対して
株式交換前の事由に関して、株主代表訴訟を提起で
きるものとする制度を新設している（847条の２）。

ウ．企業集団の業務の適正を確保するための体制
の整備

　現行法は、株式会社の業務の適正を確保するため
に必要なものとして法務省令で定める体制（いわ
ゆる内部統制システム）の整備に関して、取締役会
の決議事項として定めているほか（現行会社法362
条４項６号等）、大会社又は委員会設置会社におい
ては、当該事項の決定を義務付けている（現行会
社法362条５項、416条２項等）。
　この内部統制システムに関して、現行法でも、既
に「当該株式会社並びにその親会社及び子会社か
ら成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制」（現行会社法施行規則100条１項５号等）
としてグループ内部統制に関連する事項が含まれ
ているところ、改正法は、「当該株式会社及びその
子会社から成る企業集団の業務の適正」を確保す
るため体制の整備を会社法施行規則（法務省令）で
はなく、会社法本体に格上げをして規定している

（362条４項６号等）。
　これは、会社法制部会で、親会社株主の保護の
あり方として親会社取締役による子会社取締役の
職務執行の監督義務を明文化すべきとの議論がな
されたことを踏まえたものである。親会社取締役
の子会社監督義務の明文化は、最終的に見送られ
ることになったが、代わりに現在の会社法施行規
則で既に規定されている決議事項（企業集団にお
ける業務の適正確保の体制）を、会社法本体に格
上げすることになったものである。
エ．親会社による子会社株式の譲渡
　改正法は、一定の要件を満たす重要な子会社の株
式等の譲渡について、事業譲渡等に関する規律（株
主総会決議による承認を得ることの義務付けや反
対株主の株式買取請求等）を適用する旨の規定を
新設している（467条１項２号の２）。重要な子会
社の譲渡について、親会社株主に一定の範囲での
関与を認めたものである。

（３）M&Aに関連する改正
ア．特別支配株主の株式等売渡請求
　改正法は、ある株式会社（対象会社）の総株主
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の議決権の90％以上の議決権を有する株主（特別
支配株主）が、他の少数株主全員に対してその有
する株式及び新株予約権の全部を売り渡すことを
請求（株式等売渡請求）し、これを取得できるも
のとする制度を創設している（179条から179条の
10など）。この株式等売渡請求に際しては、対象会
社の取締役会の承認は必要だが、株主総会決議は
不要とされている。
　現行法上、いわゆるキャッシュ・アウト取引（少
数株主の個別の同意を得ることなく、少数株主全員
に金銭を対価として交付することでその有する株
式全部を取得する取引。スクイーズ・アウトともい
われる）には、税制上の理由等から全部取得条項
付種類株式が利用されることが多いが、本制度は、
全部取得条項付種類株式を利用した場合に常に必
要となる対象会社の株主総会の開催を不要とする
ことができる点に特徴がある。
イ．全部取得条項付種類株式制度の見直し
　改正法は、全部取得条項付種類株式制度につい
て、事前・事後の開示制度（171条の２、173条の
２）や、株主への通知・公告（172条２項・３項）、
差止制度（171条の３）などを創設するとともに、
対価に不満を持つ株主による価格決定の申立て時
期を取得日の20日前の日から取得日の前日までと
する改正（172条１項）を行っている。現行法上、
不都合が指摘されていた事項の是正や他のキャッ
シュ・アウト取引、組織再編等の手続きとの平仄
を図る観点での改正である。
ウ．株式併合制度の見直し
　改正法は、一定の要件（単元株式数に併合割合
を乗じた場合に端数が生ずること）に該当する株
式併合（182条の２）について、事前・事後の開示
制度（182条の２、182条の６）や、反対株主の株
式買取請求制度（182条の４、182条の５）、差止
制度（182条の３）などを創設する改正を行ってい
る。
エ．株式買取請求に係る制度改正
　改正法は、株式買取請求制度について、振替株
式を対象とする場合の買取口座の制度の創設（社
債等振替法155条）や、買取りの効力発生時期の組

織再編等の効力発生日への統一（117条６項、470
条６項、798条６項等）、価格決定前の対価の前払
い制度の創設（117条５項、470条５項、786条５
項等）、簡易事業譲渡・簡易組織再編における株式
買取請求制度の廃止（469条１項２号、797条１項
ただし書）などの改正を行っている。
オ．その他
　改正法は、上記のほかにも M&A に関連するも
のとして、組織再編等の差止請求に関する規律の
見直しや、詐害的な会社分割等における債権者保
護制度の見直しなどを行っている。

（４）資金調達に関連する改正
ア．支配株主の異動を伴う募集株式の発行等
　改正法は、公開会社における募集株式の割当て
等の結果、引受人（その子会社等を含む）が総株
主の議決権の過半数を有することとなる場合には、
株主への事前の通知又は公告（206条の２第１項
から第３項）を義務付けて、この通知又は公告の
結果、総株主の議決権の10分の１以上を有する
株主が反対通知をした場合には、原則として株主
総会決議による承認を得ることを義務付けている

（206条の２第４項・第５項）。これは、大規模な
第三者割当増資により、既存株主の利益が害され
る可能性があることに配慮し、支配株主の異動を
伴うような第三者割当増資について、一定の範囲
で既存株主の関与を認めたものである。
イ．新株予約権無償割当てに関する割当通知
　改正法は、新株予約権無償割当てに関する割当
通知の期限を、効力発生日後遅滞なく、かつ、新
株予約権の権利行使期間の末日の２週間前までと
するための改正を行っている（279条）。いわゆる
ライツ・オファリングと呼ばれる資金調達手法に
要する期間を短縮するものである。

（５）その他
　改正法は、上記の他にも株主総会等の決議の取
消しの訴えの原告適格や、監査役の監査の範囲に
関する登記、特別口座の移管などについても改正
を行っているが、要綱（第３部第１）に規定され
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ていた、金融商品取引法上の規制（公開買付規制）
に違反した者による議決権行使の差止請求の制度
は条文化されなかった。

４．改正法の意義・影響

　上記のとおり、今般の会社法の改正内容は多岐
に亘るが、今回の改正は、コーポレート・ガバナ
ンスの強化、親子会社に関する規律の整備も含め、
全体として株主利益をより重視し、尊重する方向
での改正であるといえる。
　また、今回の改正の影響は、「会社法」だけを見
るのではなく、コーポレート・ガバナンスに関する
周辺制度・状況の動きとも関連した中で位置づけを
考える必要がある。例えば、社外取締役の選任の義
務付けとの関係で言えば、会社法上は選任の義務
付けはなされなかったものの、既に証券取引所の規
則において、独立役員たる社外取締役を１名以上確
保するよう努める旨の規定がなされており（東証
有価証券上場規程445条の４）、社外取締役が不在
の会社に関する社外取締役を置くことが相当でな
い理由の説明の制度（327条の２）の導入と相俟っ
て、社外取締役の選任は既に相当程度進んでいる

（東証一部上場企業で言えば、会社法制部会が設置
された2010年時点では48.5％の選任率だったもの
が、2014年時点では、74.3％にも達している。※３）。
　また、金融庁における日本版スチュワードシッ
プ・コードの策定※４や現在金融庁・東証において
検討が進むコーポレートガバナンス・コードの策
定とも関連して、今後は単に社外取締役を選任す
るだけなく、その実質的な独立性や数が問題とさ
れる可能性がある。例えば、機関投資家等に対す
る影響力が強いとされる議決権行使助言会社であ
る ISS（Institutional Shareholder Services Inc.）は、
2015年２月から施行する予定の日本での2015年
版議決権行使助言方針（ポリシー）の改定※５では、
① ROE（自己資本利益率）基準を導入するととも
に、②取締役会構成基準の厳格化を行うこととさ
れ、②取締役会構成基準の厳格化は、取締役会に
複数名の社外取締役がいない企業の経営トップに

対して反対を推奨すること（ただし、当該基準自
体は2016年２月からの適用とし、また、独立取締
役であることを求めるかについては現在検討され
ているコーポレートガバナンス・コードの内容も
踏まえて決定される。）とされており、機関投資家
の株式保有比率が高い会社を中心に実務上は大き
な影響が及ぶ可能性がある。改正法は、その施行
から２年経過後に、その時点での社外取締役の選
任状況等を勘案し、社外取締役の選任義務付け等
について検討を行うこととされており（改正法附
則25条）、こうした会社法の周辺制度・状況とも
関連して考えることが必要となる。
　また、親子会社の関係のうち、グループ内部統
制に関する改正についても、改正事項としては、
単に従前、会社法施行規則で既に規定されている
決議事項（企業集団における業務の適正確保の体
制）を、会社法本体に規定をしただけのことであ
るが、社外取締役の選任と同様に、会社法改正を
機にこの問題がより認識されることが期待される
との指摘もなされているところであり※６、今後の
議論の動向にも注意する必要がある。

５．おわりに

　今後、法務省令が改正され、2015年５月１日と
見込まれる改正会社法の施行に向け、さらに準備
が進んでいくこととなる。本稿がその準備検討の
一助となれば幸いである。

※３　東京証券取引所「東証上場会社における社外取締役
の選任状況＜確報＞」（2014年７月25日）

※４　日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者
検討会「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版ス
チュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企
業の持続的成長を促すために〜」（2014年２月26日）

※５　ISS 議決権行使助言方針（ポリシー）改定の正式決定
について（http://www.issgovernance.com/file/policy/
iss-policy-update-announcement_japanese.pdf）

※６　岩原紳作「平成26年会社法改正の意義」ジュリスト
1472号（2014年）17頁
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あけましておめでとうございます。

昨年も、地震、豪雨や台風、噴火など、全国各地

で非常に多くの自然災害が起こりました。こうした自

然災害が起こるたびに、人間は自然に対して無力であ

ることを痛感するとともに、防災の重要性を強く実感

します。

今年3月に東日本大震災の被災地である仙台で今

後の世界の防災戦略を策定する国連防災世界会議が

開催されます。損保協会も関連イベントであるパブ

リックフォーラムへの出展が正式に決定しました。

損保業界を代表して防災教育の重要性を世界に発

信する責任感在感じながら、フォーラムを成功させる

べく準備を進めています。 （寺島）
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図 1「は組の出初」（東京消防庁蔵）
図2 「名所江戸百景第5景両ごく回向院

元柳橋」（菅原進一氏提供）
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京文化が漂う華やかさ溢れる舞妓さんの御見世

出しゃ御年始のご挨拶回りなどの初行事は、四季

豊かな日本の風物詩であると同時に、乙のいやさ

か（嫡柴）を；票として祈念する日本人の精神を象徴

する一光景である。正月が始まらないと言われる

消防出初は 1月の初旬に全国各地で実施されて

いる。2015年の東京消防出初式は 1月6自に実施

予定で、主な式次第は、消火・救助など実演技、機

械部隊の分列行進、江戸消防記念会の木遣り行

進・梯子のり、音楽隊・カラーガーズ隊の演奏演技、

来場者の消防車両や起震車体験などであり毎年大

賑わいである。

出初の起源は万治2年 1月4日（1659年2月25

日）に遡り、老中稲葉伊予守正則が定火消総勢4

隊を率いて上野東照宮前で挙行したのが始まりと

いう。そのきっかけは明暦の大火で、あった。乙の火

災は明暦 3年 1月18日（1657年 3月2日）から 1

月20日（ 3月4日）にかけて連続的に 3回発生し、

天正18年 8月 1日（1590年 8月30日）の徳川家康

の入府以来67年間で人口が約50万人、市域面積

約30附達した江戸の街には、その約2/3(20k同）が

灰煙に帰し10万人が犠牲になった。幕藩体制のシ

ンボルである豪壮な天守閣も燃え落ちたこともあ

り、江戸の街は不穏な空気が漂い武士だけでなく

町人も暗潅たる状態にあったが、老中稲葉伊予守

正則の出初に元気づけられ、その後出初は正月恒

例の行事となリ今日に至っている。乙の大火を契機

に江戸の街は大改造され、武家屋敷・寺社の移転、

本町通り・日本橋通り等の拡幅、火除地・広小路通

りなどがつくられた。

江戸最初の火消組織は、武家火消である寛永6

年（1629年）設置の奉書火消、寛永16年（1639年）

の所々火消、寛永20年（1643年）の大名火消などが

ある。徳川吉宗による享保の改革の一環として火

災の頻発による幕府財政の悪化を抑えるため、南

町奉行大岡越前守に町火消の組織整備をさせた。
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組織化では種々混乱も生じたが、隅田川から西を

担当するいろは・・・・（「へ」「ら」「ひ」「ん」の4文字

を「百」「千」「万」「本」に替えた）48組及び東の本所

深川を担当する16組とした。各組は其々個性のあ

る纏と峨を所有していた。纏の頭部は陀志（だし）

と呼ばれ、その周囲に馬簾（ばれん）が垂れ下げら

れている。正月 1月4日に町火消は初出を行い、纏

振り・梯子のり・木遣り歌を披露した。

図 1は一勇斎国芳画「は組の出初Jであり、由来

は遠方の火事を眺望するためと言われる「梯子の

り」では、灰吹き吹き流しの大伎を演じているので

あろうか。纏の陀志は7本源氏車二つ引き流しで、

ある。一番組に属する「は組」の町域は大伝馬町、

亀井町、難波町、堺町、小網町、小松町、小伝馬町、。

鉄畑町、高砂町、富沢町、長谷川町、油宇等を担当

し人足592人を擁していた。画の背景には旧両国

橋、浅草寺五重塔が見える。江戸最古の町の一つ

である大伝馬町は神田祭の筆頭氏子会を務め、

「は」組は江戸有数のきおい（気勢）を誇った。現

在、人形町の時計台では回転する「は組」の火消人

形が時を刻んでいる。

図 2の作者である歌川広重は、江戸町火消安藤

家に生まれ家督を継ぎ浮世絵師になった。乙の作

品は、回向院の境内から対岸の薬研堀と大j11 （隅

田川）との境に架かる元柳橋（難波橋）を備轍して

いるものである。回向院は明暦の大火での身元不

明犠牲者を集め供差し、その後、地震・海難・火災

などの災害による無縁仏を葬る供養塔を建てる寺

ともなった。また、乙の画で究天（招代：おきしろ）が

掲げられた櫓は勧進相撲の場所であるととを示

し、回向院相撲として天明元年（1781年）から定番

化していた。そして明治何年（1910年）に蔵前国技

館が建てられるまで続いた。この画はまさに火消

魂を継承する広重ならではの作品と言えよう。

官原進一（東京理科大学教授）
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災害メモ

★火災
●７・４　広島県広島市で、２階建て住宅から出
火し、約150㎡全焼。３人死亡。
●８・11　大阪府門真市の倉庫で火災。鉄筋２階
建事務所兼倉庫（花火やカセットボンベ、プラスチ
ック類など）延べ約2,400㎡が全焼し、隣接する工
場にも延焼。
●８・18　兵庫県南あわじ市の木材会社で火災。
敷地内の作業場兼倉庫、住居、事務所など計15棟、
延べ約2,000㎡が全焼し、隣接倉庫など６棟も一
部類焼。周辺で約900戸が停電。
●８・30　北海道枝幸町の土木会社で、プレハブ
２階建て従業員宿舎から出火し、延べ約160㎡が
全焼。４人死亡、１人負傷。
●９・２　奈良県橿原市で、木造２階建て住宅か
ら出火し、約200㎡が全焼。３人死亡。
●９・16　埼玉県羽生市の印刷用塗料製造会社
で、石油系溶剤に引火し、2,720㎡を焼く。黒煙が
上がり、近隣の工場は一時避難。
●９・18　兵庫県神戸市の14階建て県営住宅の
11階で火災。一室62㎡が全焼。２人死亡、２人負傷。
●９・19　北海道札幌市の14階建てマンションの
６階で火災。寝室など約20㎡を焼き、マンション
の約100人が避難。１人死亡、１人負傷。

★陸上交通
●７・11　千葉県松戸市の流鉄流山線小金城趾
－幸谷間の踏切（遮断機・警報機なし）で、乗用車
と２両編成の電車が衝突し、電車の１両目が脱線。
２人死亡、３人負傷。
●７・13　北海道小樽市で、海水浴帰りの女性グ
ループが車にはねられる。運転手は飲酒、携帯電
話操作、ひき逃げ。３人死亡、１人負傷。
●８・23　大阪府、和歌山県で、府道34号や国道
371号の30km以上にわたりトレーラーが植物油
（約５ｔ）を漏らしたまま走行し、スリップ事故が
相次ぐ。20人負傷。

★自然
●７・６　沖縄地方などで、台風８号による猛烈
な暴風雨。九州や東日本などでは梅雨前線が活発
化し土砂災害相次ぐ。３人死亡、63人負傷。
●７・12　福島県沖で地震。M6.8、震源の深さ約
10km。郡山、いわき、田村などで震度４。東日本大
震災の余震。３人負傷。
●７・31　日本各地で、台風11号及び台風12号と
前線に伴う大雨が続き、浸水や土砂災害、竜巻な
ど。６人死亡、88人負傷。
●８・１　神奈川県山北町のキャンプ場で、激し
い雷雨で河内川が増水したため避難しようとして

いた四輪駆動車が流される。３人死亡、１人負傷。
●８・15　京都府、兵庫県、北海道などで、前線が
停滞し記録的な局地豪雨により土砂災害、浸水被
害。「平成26年8月豪雨」（広島豪雨災害除く）。７
人死亡、７人負傷。
●８・20　広島県広島市で、前線停滞により雷を
伴う記録的な局地豪雨により土石流が発生。「平
成26年8月豪雨」。74人死亡・行方不明、43人負傷。
●９・16　茨城県南部で地震。M5.6、震源の深さ
約50km。佐野、前橋、熊谷などで震度５弱。11人負傷。
●９・27　長野県、岐阜県境の御嶽山が噴火。大
量の火山灰と噴石、火山性ガスで登山者死傷。63
人死亡・行方不明、69人負傷。

★その他
●７・26　静岡県静岡市の安倍川花火大会で、露
店の冷やしキュウリを食べ食中毒症状の客から病
原性大腸菌｢O157｣を検出。449人負傷。
●８・12　東京都渋谷区、新宿区などで、代々木
公園周辺への訪問者らがデング熱に感染。採取し
た蚊からウイルス検出。153人の感染を確認。
●９・４　和歌山県和歌山市の化学工場で染料
製造の釡の中を洗っていた従業員が倒れる。１人
死亡、１人負傷。
●９・28　埼玉県ふじみ野市の日帰り入浴施設で、
減圧室にいた客が倒れる。２人死亡。

★海外
●７・16　フィリピン、ベトナム、中国南部で台風
９号（ラマスーン）の猛威。185人死亡。
●７・19　中国・湖南省の上海－昆明間の高速道
路で、アルコール6.5ｔを積んだバン（違法改造
車）が55人乗り高速バスに追突し爆発。車計５台
が全焼。43人死亡、６人負傷。
●７・23　台湾・澎湖島で、58人乗り旅客機が視
界不良のため馬公空港への着陸に失敗。火を噴
き住宅地に突っ込む。48人死亡、15人負傷。
●７・24　インド・マサイペトで、遮断機のない踏
切を横切ろうとしたスクールバスに列車が衝突。
26人死亡。
●７・24　マリ・ゴシで、アルジェリア航空5017便
MD83型機が悪天候のため予定ルート変更後、消
息絶ち墜落。118人死亡。
●７・30　インド・マハラシュトラ州で、モンスー
ン豪雨により大規模な地滑り。44棟がのみ込まれ
村民約160人生き埋め。159人死亡。
●７・31　台湾・高雄で、ガス臭通報後、市街地の

数か所で大爆発、炎上。化学工業のプロピレン配
管に圧力異常。30人死亡、310人負傷。
●８・２　中国・江蘇省の自動車部品工場で爆発。
ホイールの研磨で出た粉じんに引火した模様。75
人死亡、185人負傷。
●８・２　ネパール・シンデュパルチョークで、モ
ンスーン豪雨による大規模地滑り。スンコシ川沿
いの集落をのみ込む。194人死亡・行方不明。
●８・３　中国・雲南省で地震。M6.5、震源の深さ
約10km。耐震性の低いレンガ造の住宅１万戸以
上が倒壊。729人死亡・行方不明、3,143人負傷。
●８・４　バングラデシュ・ムンシガンジの増水し
たパドマ川で、定員85人の約３倍の客を乗せたフ
ェリーが転覆し、沈没。110人死亡。
●８・９　中国・チベットの高速道路で、観光バス
がスポーツ車やピックアップトラックに衝突後、ガ
ードレールを破り10m以上下の谷に転落。44人死
亡、11人負傷。
●８・10　イラン・テヘランで、セパハン航空の
An-140型機が離陸直後にエンジンが故障して墜
落、炎上。39人死亡、９人負傷。
●８・14　ネパール、インド北部で、モンスーン豪
雨により、川が氾濫し洪水、地滑りが相次ぎ道路寸
断。230人死亡・行方不明。
●８・19　中国・安徽省の炭鉱でガス爆発。12人
救助、27人死亡、12人負傷。
●８・21　中央アフリカ・首都バンギの北400km
にある金鉱が崩壊。27人死亡。
●８・22　エジプト・シナイで、２台の観光バスが
高スピードで正面衝突。38人死亡、41人負傷。
●９・４　インド北部、パキスタン北東部で、モン
スーン豪雨による洪水や土砂崩れ。480人死亡・
行方不明。
●９・５　タンザニア・バウティマで、他の車を追
い越そうとしてバス同士が正面衝突。37人死亡、
79人負傷。
●９・９　ハイチ・ポルトープランスの96km北方
で、バスが道を逸れて谷底に転落。23人死亡、37
人負傷。
●９・９　パキスタン・ラホール近郊で、古いモス
クの尖塔が倒れ、モスクの屋根が崩壊。24人死亡、
７人負傷。
●９・12　ナイジェリア・ラゴスで、宗教団体の宿
泊施設が倒壊。115人死亡。
●９・13　フィリピン・パナオン島沖で、悪天候の
中ミンダナオ島からパナオン島に向かっていたフ
ェリーが沈没。32人死亡。

＊早稲田大学理工学総合研究センター内 特定非営利活動法人 災害情報センター
　（TEL.03-5286-1681）の「災害情報」を参考に編集しました。

ホームページ　http://www.adic.waseda.ac.jp/
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日本損害保険協会では、リーフレッ卜「シニアドライバーのための交通安全のすすめ」を

ホームページに掲載しています。事故防止のためには、ご自分の運転を改めて見つめな

おし安全運転の基本動作が常に出来ているか意識することが重要です。

交通安全啓発などでご活用ください。（PDFのみでの提供）

当協会ホームページ（http://www.sonpo.or.j p/) 
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